
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ
ング・オフ）の適用はありません。

～お申込をされる前に～

目論見書補完書面（投資信託）

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、目論見書と一体としてお渡しするものです。
この書面は、株式会社新生銀行が作成したものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。

この目論見書補完書面、および目論見書の内容をよくお読みください。

当ファンドにかかる金融商品取引契約の概要
当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第３３条の２の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行に

おいてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。

・お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金

概算額の全部（前受金）を預金決済口座から引き落としてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。

・設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客さまのお届

出住所宛に送付します。

当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。

①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売り出し、私募の取り扱い等の業務

②証券仲介業務

③デリバティブ業務

④保護預り業務

⑤社債等の振替業務

当ファンドの販売会社の概要
商号等 株式会社新生銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第１０号

本店所在地 〒100-8501 東京都千代田区内幸町２－１－８

加入協会 日本証券業協会

資本金 451,296,960,600円（2007年８月１日現在）

主な事業 銀行業

設立年月 1952年12月1日

連絡先 0120-456-860またはお取引のある本支店にご連絡ください。

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧
次ページ以降をご確認ください。
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（※）約定金額とは、お申込金額からお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等の相当

額を控除した金額（「約定日の基準価額×約定した口数」）をいいます。お申込手数料は、下記の手

数料率を約定金額に乗じた金額とします。また、消費税等の相当額とは消費税および地方消費税

相当額の合計金額を示し、各お申込手数料に対して5%がかかります。（「お申込金額＝約定金額＋

お申込手数料＋お申込手数料に対する消費税等の相当額」）

お取扱窓口 店頭／ 電話（新生パワーコール）／ インターネット（新生パワーダイレクト）

〔 電話（新生パワーコール）、 インターネット（新生パワーダイレクト）は、パワーフレックス口座を
お持ちの個人のお客さまのみのお取り扱いになります。〕

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

大同のＭＭＦ
（マネー・マネージ
メント・ファンド）

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

累積投資
専用 なし １円以上

１円単位

２２５インデックス
ファンド

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

自動継続
投資コース

5億円未満 1.05%（税抜 1.0%）

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）
１万円以上
１円単位

インデックス
ファンド２２５

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワ・
バリュー株・
オープン
（愛称：底力）

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5億円未満

5億円以上
1.05%（税抜1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本成長株・
ファンド

フィデリティ
投信

累積
投資コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本配当
成長株・ファンド
（分配重視型）

フィデリティ
投信

累積
投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

お取り扱い
窓口
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ウォーバーグ・
ピンカス・
ジャパン・
グロース・
ファンド

クレディ・
スイス投信

自動
けいぞく
投資専用

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）5億円未満

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口

ガリレオ
ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

1億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

世界のサイフ 日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 2.10%（税抜 2.0%） １万円以上
１円単位

ニッセイ／
パトナム・
インカムオープン

ニッセイ
アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%） １万円以上
１円単位

グローバル・
ソブリン・
オープン　
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

分配金
複利
けいぞく
投資コース

1億口未満 1.575%（税抜 1.5%）

1億口以上
1.05%（税抜 1.0%）3億口未満

3億口以上 0.525%（税抜 0.5%）

お申込手数料の段階区分が「口数」
であるため、当ファンドについては「約
定した口数」に応じた手数料率を記
載しています。

１万円以上
１円単位

LM・
オーストラリア
毎月分配型
ファンド

レッグ・
メイソン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

アメリカン・
ドリーム・ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位
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エマージング・
ソブリン・オープン
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

自動
けいぞく
投資コース

5億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5億円以上 1.05%（税抜 1.0%）
１万円以上
１円単位



世界の財産
３分法ファンド
（不動産・債券・
株式）
毎月分配型

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

グローバル・
ハイインカム・
ストック・ファンド

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
７０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
バランス・
ファンド

フィデリティ
投信

累積投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
３０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
５０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位
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JPMワールド・
ＣＢ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン・
為替ヘッジ

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

エマージング・
カレンシー・
債券ファンド
（毎月分配型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上 1.575%（税抜 1.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



JPM・BRICS５・
ファンド（愛称：
ブリックス・ファイブ）

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

世界好配当
インフラ株
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ＪＦアジア株・
アクティブ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣインド
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・UTI
インドファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

HSBCブラジル
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

SGロシア
東欧株ファンド

ソシエテ
ジェネラル
アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・フラトン
VPIC
ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＡ
（為替ヘッジあり）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＢ
（為替ヘッジなし）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ラサール・
グローバルREIT
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣチャイナ
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位
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ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



ＭＳＣＩインデックス・
セレクト・ファンド
コクサイ・
ポートフォリオ

モルガン・
スタンレー・
アセット・
マネジメント
投信

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワＪ－ＲＥＩＴ
オープン

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

日本トレンド・セレクト
リバース・トレンド・
オープン

日本トレンド・セレクト
日本トレンド・
マネーポートフォリオ

日本トレンド・セレクト
ハイパー・ウェイブ

日興アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

一律 1.05%（税抜 1.0%）

一律 1.05%（税抜 1.0%）

日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオから
のスイッチングでのみご購入いただけます

日本トレンド・セレクトは手数料無しで3つのポートフォリオ間のスイッチングができます（信託
財産留保額はかかる場合があります。詳しくは目論見書でご確認ください）。スイッチングに
よる購入申込単位は、１円以上１円単位です。

１万円以上
１円単位

日本債券ベア
Ｔ＆Ｄ
アセット
マネジメント

自動継続
投資コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）10万円以上１円単位
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インベスコ
店頭・成長株
オープン

インベスコ
投信投資
顧問

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ヨーロッパ
インカムオープン

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%）１万円以上１円単位

ゴールドマン・サックス
日本株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳジャパン・
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ゴールドマン・サックス
米国株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳＵＳ
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

MHAM物価
連動国債ファンド
（愛称：未来予想）

みずほ
投信投資
顧問

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



＜償還乗換優遇制度について＞

償還乗換優遇制度とは、投資信託の償還金をもって、その支払を受けた販売会社で一定期間内

に新たに別の投資信託をご購入いただく場合に、お申込手数料が無料となるなどの優遇制度で

す。当行では、お客さまが、下記の優遇対象となる償還（予定）ファンドの償還金をもって、本お申込

手数料一覧記載のいずれかの投資信託（「大同のＭＭＦ」は除く。）をお申し込みされる場合に、

手数料を無料とさせていただきます（ただし、インターネット〈新生パワーダイレクト〉での手数料無料

のお取扱いはありません）。なお、償還乗換の際に償還金の支払を受けたことを証する書類を

呈示していただくことがあります。

優遇対象となる償還（予定）ファンド 償還（予定）日 優遇期限

― ― ―

優遇対象とならない償還（予定）ファンド 償還（予定）日

― ―
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「金融商品取引法等の施行について」 

証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布されておりますが、その主た

る部分は当該公布の日から 1年 6 月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、

証券取引法は題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。 

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法

律等の施行により、信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商品性の同一

性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。 

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であって

も、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の

施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。 

 

[参 考] 予定されている約款変更の内容  

信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。 

施行前 施行後 

証券取引法 金融商品取引法 

証券取引所 金融商品取引所 

委託者の認可 委託者の登録 

投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 13 項 投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項

 

この冊子は 

前半部分は「ＨＳＢＣ ブラジル オープン」の投資信託説明書（交付目論見書）、 

後半部分は「ＨＳＢＣ ブラジル オープン」の投資信託説明書（請求目論見書） 

となっております。 
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投資信託説明書（交付目論見書） 
 

 

 

２００７年６月 

 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

※本書は、証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。



 
１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行なうＨＳＢＣ ブラジル オープンの受

益権の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規

定により有価証券届出書を平成 19 年 6 月 26 日に関東財務局長に提出し、その届出の

効力は平成 19 年 6 月 27 日に生じております。 

 

２．証券取引法第 13 条第 2項第 2号に定める詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目

論見書）は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付い

たします。なお、取扱販売会社に請求目論見書をご請求された場合には、その旨をご

自身で記録していただきますようお願い申し上げます。なお、本投資信託説明書（交

付目論見書）は、請求目論見書が添付されております。 

 

３．ＨＳＢＣ ブラジル オープンの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価

証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はす

べて投資者の皆様に帰属します。従って、当ファンドは元本が保証されているものでは

ありません。 

 
 
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

 
１.当ファンドは主として株式などの値動きのある証券に投資するため、組入れ証券の価格の変動などに伴

うリスクがあります。また、為替変動に伴うリスクもあります。従って、当ファンドの運用成果（基

準価額）は運用の実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは当ファンドの受益者に帰属

します。  

２.当ファンドは預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以外

の金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。よって投資元本や一定の運

用成果を保証するものではありません。 

 
 

【 発 行 者 名 】 HSBC 投信株式会社 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 松田 庄平 

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号汐留住友ビル 

【有価証券届出書の写し

を縦覧に供する場所】 
該当事項はありません 



投資信託説明書（交付目論見書）の概要 
 

当概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。 

詳細は本文をご覧ください。 

 

  ファンドの概要 

商 品 分 類 追加型株式投資信託／国際株式型（中南米型） 
自動けいぞく投資可能 

フ ァ ン ド の ね ら い 

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共

和国（以下｢ブラジル｣といいます。）の証券取引所に上場してい

る株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を

図ることを目標として運用を行います。 

主 な 投 資 対 象 ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンドの受益証券を主要投資対象
とします。 

主 な 投 資 制 限 

◆株式への実質投資割合には制限を設けません。 

◆同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託

財産の純資産総額の 10％以下とします。 

◆外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

価 額 変 動 リ ス ク 
株式等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあり

ます）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、

元本が保証されているものではありません。 

信 託 期 間 平成 18 年 3 月 31 日から無期限 

決 算 と 収 益 分 配 

原則毎年 3月 30 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、

収益分配方針に基づき分配を行ないます。自動けいぞく投資コー

スの分配金は、税金を差し引いた後、全額無手数料で再投資され

ます。 

申 込 単 位 
（注） 
販売会社が個別に定める単位とします。 

申 込 日 原則、毎営業日可能です。（ただし、サンパウロ証券取引所の休
場日と同日の場合は受付けを致しません。） 

申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 

申 込 手 数 料 
（注） 

販売会社がそれぞれ定める手数料率とします。ただし、3.675％

（税抜 3.50％）を上限とします。 

一 部 換 金 原則、毎営業日可能です。（ただし、サンパウロ証券取引所の休
場日と同日の場合は受付けを致しません。）  

解 約 価 額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 
信 託 財 産 留 保 額 ありません。 
信 託 報 酬 純資産総額に対して・・・・・・・年率 1.995％（税抜 1.90％）
（注）申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 

ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう 

お願い申し上げます。 
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第一部 【証券情報】 
 

 

(1）【ファンドの名称】 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン(以下「ファンド」といいます。) 

 

(2）【内国投資信託受益証券の形態等】 

追加型株式投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

格付けは取得していません。 

ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以

降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株

式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、

受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機

関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定

まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益

権」といいます。)。委託者であるＨＳＢＣ投信株式会社(以下｢委託会社｣といいます。)は、

やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ

ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

(3）【発行（売出）価額の総額】 

5,000億円を上限とします。 

  （なお、上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税および地方消費税に相

当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。） 

 

(4）【発行（売出）価格】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。 

     （※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額） 

      をそのときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、便宜上1  

      万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入れる有価証券等の値動きに 

      より日々変動します。） 

基準価額については、下記の当ファンドの委託会社または当ファンドの取得申込の取扱いを

行う証券会社および登録金融機関（以下「販売会社」ということがあります。）（販売会社

につきましては、｢(8)申込取扱場所」へお問い合わせ下さい。）にお問い合わせ下さい。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

その他、原則として計算日※の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「ブラジル」の略称で掲載さ

れます。（※「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業

日のことをいいます。） 
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(5）【申込手数料】 

申込口数、申込金額※1または申込代金※2等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額

に3.675％（税抜3.50％）を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額と

します。申込手数料には消費税等相当額が加算されています。 

お申込みには、収益分配金の受取方法により2つのコースがあります。 

◇収益分配時に収益分配金を受け取るコース（以下「一般コース」といいます。） 

◇収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース（以下「自動けいぞく投資コー

ス」といいます。） 

取扱いコースは販売会社によって異なります。手数料率、取扱いコースにつきましては、各

販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

（販売会社につきましては、下記「（8）申込取扱場所」へお問い合わせください。） 

※1「申込金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数をいいます。 

※2「申込代金」とは、｢申込金額｣に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加

算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 

 

(6）【申込単位】 

販売会社が個別に定める単位とします。 

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、

１口単位となります。取扱いコースおよび申込単位は販売会社によって異なりますので、各

販売会社または下記｢(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。 

 

(7）【申込期間】 

平成19年6月27日から平成20年6月26日まで 

（当該期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。） 

取得申込の受付は販売会社の営業日に限り行われます。ただし、取得申込日がサンパウロ証

券取引所の休場日の場合には、取得申込の受付は行いません。 

 

(8）【申込取扱場所】 

申込取扱場所(販売会社)については、下記の委託会社にお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

※なお、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことに

より、当該証券会社または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があり

ます。 

 

(9）【払込期日】 

受益権の取得申込者は、お申込みに係る代金を販売会社の指定する期日までに販売会社に支

払うものとします。申込期間における各営業日に各販売会社が募集した申込金額の総額は、

追加信託の日に各販売会社から委託会社の指定する口座を経由して当ファンドの受託者であ

る三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払
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込まれます。 

 

(10）【払込取扱場所】 

受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社に支払うものとします。詳しくは上記｢(8)申込

取扱場所」の照会先または販売会社にご確認ください。 

 

(11）【振替機関に関する事項】 

株式会社証券保管振替機構 

 

(12）【その他】 

① 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、ファンドの受益権の取得申込を

行います。その際、販売会社は申込成立までに、「総合取引約款」およびファンドの「目論

見書」「自動けいぞく投資約款」※等を提示、お渡しいたします（※販売会社によっては、

当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定

を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。）。 

受益権の取得申込者は、「目論見書」等を検討のうえ、販売会社の定める様式にしたがい手

続を行います（販売会社によっては、ファンドの申込書あるいは販売会社の定める他の書類

の提出を求められることがあります。）。 

申込代金を販売会社が指定した期日までにお支払いください。なお、申込代金には利息は付

きません。 

② 原則として午後3時（年末年始など本邦証券取引所の半休日の場合は午前11時）までにお申

込みが行われ、かつ、販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付

分とします。ただし、取得申込日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合にはお申込みはで

きません。 

③ 取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引停止、外国為替取引の停止そ

の他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策

変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争

等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コン

ピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合

等）があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込

の取消またはその両方を行うことができるものとします。 

④ 日本以外の地域における発行はありません。 

⑤ 申込証拠金はありません。 

⑥ 振替受益権について 

    ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記 

載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

  ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」 

    に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

  (参考) 

◆ 投資信託振替制度とは、 

 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

 ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」とい 

  います。) への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 
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第二部【ファンド情報】 
 

 

 

第１【ファンドの状況】 
 

１【ファンドの性格】 

(1）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（以下「ブラジル」といいます。）の証券取引所に

上場されている株式に投資するＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド（以下「マザーファン

ド」ということがあります。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な

成長を目指します。 

 

② ファンドの基本的性格 

当ファンドは追加型株式投資信託「国際株式型（中南米型）」＊に属します。 

＊「国際株式型（中南米型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式

組入限度70％以上のファンドで、主として中南米の株式に投資するもの」として分類されるファンドをい

います。 

 

③ 信託金の限度額 

信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること

ができます。 

 

④ ファンドの特色 

１）当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベ

ビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドであるＨＳＢＣ

ブラジル マザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 

ベビーファンドがマザーファンドに投資する際の投資コストはかかりません。また、将

来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ＭＳＣＩブラジル10/40指数（円ベース）※をベンチマークとして、中長期的に当該イ

ンデックスを上回る投資成果を目指します。 

ＨＳＢＣ 
ブラジル 
オープン 

 
受益者 

ＨＳＢＣ 

ブラジル 

マザーファンド 

 
ブラジルの 
上場株式等 

お申込金 

解約代金等 

投 資 投 資 

損 益 

ベビーファンド マザーファンド 

(注) 損益は全て投資家である受益者に帰属されます。 

＜ファミリーファンド方式＞ 

損 益
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３）ＨＳＢＣインベストメンツグループに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用し

ます。 

４）投資一任契約に基づいて、ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ－Banco Múltiploにマ

ザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。 

５）原則として為替ヘッジは行いません。 

６）実質株式組入比率は原則として高位に維持します。 

＊MSCIブラジル10/40指数（円ベース）とは、ブラジルの証券取引所に上場する企業を対象とした一般的な指数である

MSCIブラジル指数に対し、投資信託に合わせた調整（時価総額が大きな銘柄で一銘柄毎の構成比率の上限を10%以下

となるようにする、５%を超える銘柄グループの合計が上限40%を超えないようにする等の規制）を加えた浮動株調

整後時価総額加重平均を算出した指数をいいます。なお、当該指数は、MSCIが開発、計算した指数で、同指数に関

する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは同指数の内容を変更する権利および公

表を停止する権利を有しています。（以下、注記略） 

 

≪豊富な人口と資源を持つ南米経済の大国:ブラジル≫ 

 

■ブラジルの魅力： 

・南米大陸の約半分を占める広大な国土‐約850万km2 

・約1.8億人の豊かな人的資源 

・鉄鉱石、石油など豊かな天然資源 

・コーヒー、大豆など国際競争力が高い農産物 

・航空機、自動車など拡大する工業品輸出 

・世界一のバイオエネルギー(エタノール)生産国 

 

■超インフレを克服し、成長軌道に乗った経済： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

0

100

200
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500

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 (年)

(億米ドル)

出所: Banco Central do Brasil

貿易収支 〔順調に伸びている貿易黒字〕



 

- 6 - 

 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

交 付 目 論 見 書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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00 01 02 03 04 05 06 （年）

GDP〔拡大する経済〕

出所：Banco Central do Brasil

(兆レアル、実質GDP、2006年価格)

0%
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20%
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対外純債務（公的+民間）　〔 改善する対外純債務比率 〕

出所：Banco Central do Brasil

(対 GDP比％)
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0%
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20%

30%

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

出所；Banco Central do Brasil

消費者物価上昇率〔インフレの制圧に成功〕

（年）
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≪ＨＳＢＣグループおよびＨＳＢＣインベストメンツ≫ 

ＨＳＢＣグループは､1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界82の国と地域に約10,000

の拠点を有し31.2万人を超える従業員を擁する金融グループです。当グループの持株会社の株式

は、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、バミューダの各市場に上場されています。（2007年

3月末現在） 

ＨＳＢＣインベストメンツは、ＨＳＢＣグループの資産運用会社です。ロンドン、ニューヨーク、

香港、サンパウロ、東京等、世界主要15都市に拠点を有しています。ＨＳＢＣ投信株式会社は、

ＨＳＢＣインベストメンツの一員です。 

出所: Banco Central do Brasil

10.0

14.0

18.0

22.0

26.0

30.0

03 04 05 06 07 （年）

政策金利（ＳＥＬＩＣ）
〔金利は低下〕

（年率％）

90

100

110

120

130

03 04 05 06 07（年）

出所:ＩＢＧＥ

小売業売上高指数
〔消費も拡大基調〕

（2003年平均＝100とした指数）
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(2）【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組みの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 委託会社およびファンドの関係法人 

委託会社およびファンドの関係法人（受託会社、販売会社、投資顧問会社）の名称ならびに

運営上の役割の概要は次のとおりです。 

１）委託会社：ＨＳＢＣ投信株式会社 

当ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作

成等を行います。 

２）受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託

事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。

投資者 

（受益者） 

 

ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ 

  -Banco Múltiplo 
 

 (マザーファンドの運用についての 

 指図) 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

ファンド

ＨＳＢＣ投信株式会社 

 

（投資信託財産の運用指図等） 

委託会社 
 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（投資信託財産の管理業務等） 

（再信託受託会社：日本マスタートラスト 

 信託銀行株式会社） 

受託会社 

 

（募集・販売の取扱、一部解約の実行の

請求の受付け、収益分配金の再投資に関

する事務、収益分配金、償還金および一

部解約金の支払等） 

販売会社 

募集・販売等に関する契約 

証
券
投
資
信
託
契
約 

分配金・償還金等 申込金 

 

（親投資信託） 

ＨＳＢＣ ブラジル 

マザーファンド  

マザーファンド 

投資一任契約

投資顧問会社 
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また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外

国の金融機関が行う場合があります。 

３）販売会社 

当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受

付、収益分配金の再投資に関する事務、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金

の支払い事務等を行います。 

    ４）投資顧問会社：ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ－Banco Múltiplo 
  委託会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用についての指図を行いま 

  す。 

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 

１）受託会社と締結している契約 

受託会社と委託会社の間では証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方

針、信託報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。 

２）販売会社と締結している契約 

販売会社と委託会社の間では募集・販売等に関する契約が締結されており、募集および一

部解約の取扱に関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金

および償還金の支払いの取扱に関する事項等が定められています。 

３）投資顧問会社と締結している契約 

投資顧問会社と委託会社との間では投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運

用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定めら

れています。 

 

④ 委託会社の概況 

１）資本金の額（平成19年4月末現在）：495百万円 

 

２）会社の沿革 

昭和60年 5月27日  ワードレイ投資顧問株式会社設立 

昭和62年 3月12日  投資顧問業の登録 

昭和62年 6月10日  投資一任契約に係る業務の認可 

平成 6年 2月17日  エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 4月24日  エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 6月16日  証券投資信託委託業の認可 

平成15年 3月 1日  ＨＳＢＣアセット・マネジメント株式会社に商号変更 

平成17年 4月25日  ＨＳＢＣ投信株式会社に商号変更 

 

３）大株主の状況 

  （平成19年4月末現在）

 氏名または名称 住所 
所有株式数 
（株） 

所有比率
（％） 

 
ＨＳＢＣインベストメントホール

ディングス（バハマ）リミテッド 

バハマ連邦 ニュー・プロビデンス州

ナッソー市 ワン・ベイ・ストリー

ト、センター・オブ・コマース 306

9,900 100.00 
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２【投資方針】 

(1）【投資方針】 

① 基本方針 

当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（以下「ブラジル」といいます。）の証券取引所に

上場している株式、また投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR(グローバル預託証書)等

にも投資するＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあ

ります。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

なお、投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。 

② 実質投資態度 

１）主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 

２）投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用（主としてブラジルの証券取引所に上場さ

れている株式、ブラジルにある取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはブラジ

ル経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得

ている企業の発行する株式に投資）を直接行うことがあります。 

３）上記の証券取引所は、サンパウロ証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取引所ま

たは取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。 

４）ＭＳＣＩブラジル10/40指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデッ

クスを上回る投資成果を目指します。 

５）株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。 

６）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

７）償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等

によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

８）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券

先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取

引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に

係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこ

とができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった

通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

９）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うことができます。 

 

(2）【投資対象】 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a）有価証券 

(b）有価証券指数等先物取引に係る権利 

(c）有価証券オプション取引に係る権利 

(d）外国市場証券先物取引に係る権利 

(e）有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 
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(f）有価証券店頭オプション取引に係る権利 

(g）有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

(h）金銭債権（a、iおよびkに掲げるものを除く。） 

(i）約束手形（証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除く。） 

(j）金融先物取引に係る権利 

(k）金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と

将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授

受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

i)  金利先渡取引に係る権利 

ii)  為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv)  店頭金融先物取引に係る権利 

v)  為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi)  為替および金利に係るオプション取引に係る権利 

(l）金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

(a）外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

(b）為替手形 

(c）抵当証券 

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等 

委託会社は、信託金を、ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンドの受益証券および次の1）から

20）までの有価証券に投資することを指図します。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第2条第1項第3号の２で定めるものをいい

ます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第2条第1項第5号で

定めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取引

法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいい

ます。） 

10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12）外国または外国法人の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または

証書の性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第2条第1項第7号で定めるものを

いいます。） 
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14）投資証券または外国投資証券（証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいま

す。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるもの

をいいます。） 

17）預託証書（証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）貸付債権信託受益権（証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。） 

20）外国法人に対する権利で前記19)の権利の性質を有するもの 

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、2)から6）までの証券ならびに12）および17）の証

券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）

の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 実質投資対象とする金融商品の運用指図 

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）抵当証券 

前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げ

る金融商品により運用することの指図ができるものとします。 

 

(3）【運用体制】 

当ファンドが主要投資対象としているＨＳＢＣ ブラジル マザーファンドの運用は、委託会

社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用委託先であるＨＳＢＣ バンク ブラジ

ル エス エイ－Banco Múltiploが行います。運用委託先は、投資信託約款および投資一任契

約の定めにしたがい、マザーファンドの運用を行います。 
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≪ＨＳＢＣの投資決定プロセス≫ 

株価は企業の業績やマクロ経済の動向等様々な要因で変動します。そのため、ＨＳＢＣでは

１つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析（トップダウン）と徹底した企

業分析（ボトムアップ）を併用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用体制等は平成19年4月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。 

 

(4）【分配方針】 

① 収益分配方針 

年1回の決算時（原則として毎年3月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則と

して以下の方針に基づき、分配を行います。 

１）分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）

等の全額とします。 

２）分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、

分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

３）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。 

当ファンドの投資プロセス 

トップダウンのアプローチ

世界経済、ブラジル経済、政治情勢、諸制度の変化等の分析

↓
予想される変化で、優位なセクター、不利なセクターの決定

↓
セクター配分の決定

ボトムアップのアプローチ

財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、先進国等との関係が
深い業種（企業）においては、他の地域との比較分析（他国、他地域の企業）

↓
銘柄の選定

ポートフォリオ

トップダウンのアプローチ

世界経済、ブラジル経済、政治情勢、諸制度の変化等の分析

↓
予想される変化で、優位なセクター、不利なセクターの決定

↓
セクター配分の決定

ボトムアップのアプローチ

財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、先進国等との関係が
深い業種（企業）においては、他の地域との比較分析（他国、他地域の企業）

↓
銘柄の選定

ポートフォリオ
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② 収益の分配方式 

１）投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

a） 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を

控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し

た後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる

ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

b） 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、

信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるとき

は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

２）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

③ 収益分配金の交付 

「一般コース」の収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して５営

業日までに販売会社でお支払いします。受益者が支払い開始日から５年間支払の請求を行わ

ない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

「自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、原則として販売会社が税金を差し引いた後、

受益者に代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、

無手数料でこれを行います。 

※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を

除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いします。

なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、

なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いし

ます。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿

に記載または記録されます。 

 

(5）【投資制限】 

① ＨＳＢＣ ブラジル オープン約款（以下「投資信託約款」といいます。）は、委託会社によ

る当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。 

１）株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款「運用の基本方針」） 

２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款「運用の基本方

針」） 

３）投資する株式等の範囲（投資信託約款第25条） 

(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証

券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場に

おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また

は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、

この限りではありません。 

(b) 前記(a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、

委託会社が投資することを指図することができるものとします。 

４）同一銘柄の株式等への投資制限（投資信託約款第26条） 
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(a) 委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザー

ファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投資信託財産に

属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図を行いません。 

(b) 委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新

株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の新株

引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額

との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を

行いません。 

(c) 委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予

約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ

め明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号

の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型

新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、

投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。 

(d) 前記(a)から(c)までにおいて投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に

属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産

総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます（以下同じ。）。 

５）新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限（投資信託約款第22条第4項） 

委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券

の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純

資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

６）投資信託証券への投資制限（投資信託約款第22条第5項） 

委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きま

す。）の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のう

ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分

の5を超えることとなる投資の指図をしません。 

７）信用取引の指図範囲（投資信託約款第27条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し

または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資

信託財産に属する当該売付に係る建玉のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資

信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産

総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との

合計額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額の合計

額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、

その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

８）先物取引等の指図（投資信託約款第28条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行



 

- 16 - 

 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

交 付 目 論 見 書

われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引（証

券インデックス・オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所

における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に

係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所

における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれら

の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

９）スワップ取引の指図（投資信託約款第29条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間（信託

契約締結日から、信託終了日または信託契約解約の日までをいいます。以下同じ。）を

超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついては、この限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 

(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１０）金利先渡取引および為替先渡取引の指図（投資信託約款第30条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについては、この限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を

もとに算出した価額で評価するものとします。 

(d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入

れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１１）有価証券の貸付の指図および範囲（投資信託約款第31条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お

よび公社債を次の(ⅰ)および(ⅱ)の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

(ⅰ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有

する株式の時価合計額を超えないものとします。 

(ⅱ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託

財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

(b) 前記(a)の(ⅰ)および(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は

速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

うものとします。 
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１２）公社債の空売り（投資信託約款第32条） 

 委託会社は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付け 

 ることの指図をすることができないものとします。 

１３）公社債の借入れ（投資信託約款第33条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をする

ことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた

ときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が

投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その

超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

１４）外国為替予約の指図および範囲（投資信託約款第35条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の

指図をすることができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属す

る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー

ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産

の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動リスクを回

避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超

える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 

１５）一部解約の請求および有価証券の売却等の指図（投資信託約款第40条） 

 委託会社は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解 

 約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

１６）再投資の指図（投資信託約款第41条） 

 委託会社は、前記15）の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金 

 等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金 

 を再投資することの指図ができます。 

１７）資金の借入れ（投資信託約款第42条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約

に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を

含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的と

して、資金の借入れ（コール市場を通じる場合も含みます。）の指図をすることができ

ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

(b) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは

受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金

日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の
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売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た

だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を

超えないこととします。 

(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。 

１８）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第34条） 

 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 

 められる場合には、制約されることがあります。 

 

② 「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」ということがあります。）および

関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。 

１）委託会社は、投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該投資信託

財産に係る次の(a)および(b)に掲げる額（これに係る取引のうち当該取引が評価損を生じ

たのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した

額とします。）ならびに(c)および(d)に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわ

らず、当該投資信託財産に係る有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託

会社に指図しないものとします。（投信法施行規則第27条第1項第5号） 

(a） 当該投資信託財産に係る先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプ

ション取引等の売付約定に係るものを除きます。） 

(b）当該投資信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち

売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの

行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額で

あって評価損となるもの 

(c） 当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権証券に係る時価とその帳簿価額と

の差額であって評価損となるもの 

(d)  当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に係る

時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

２）委託会社は同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託

者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該

株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、

当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

（投信法第16条） 

 

（参考）マザーファンド（ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド）の投資方針 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。 

ご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（ＨＳＢＣ ブラジル オープン）とし、その

資金をマザーファンド（ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド）に投資して、その実質的な運用

を行う仕組みを採用しています。 

マザーファンドの投資方針は、基本的にはベビーファンドと同じものです。 

 

(1）投資の基本方針 

① 基本方針 

当ファンドは、主にブラジル連邦共和国（以下「ブラジル」といいます。）の証券取引所に
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上場している株式に投資することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を

行います。 

② 投資態度 

１）主としてブラジルの証券取引所に上場されている株式、ブラジルにある取引所に準ずる市

場で取引されている株式、またはブラジル経済の発展と成長に係わる企業および収益のか

なりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に

投資信託財産の成長を目指した運用を行います。 

２）上記の証券取引所は、サンパウロ証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取引所ま

たは取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式や、投資対象企業のADR(米国預託証

書)やGDR（グローバル預託証書）等も投資対象とすることがあります。 

３）投資一任契約に基づいてＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ－Banco Múltiploに運用の

指図に関する権限を委託します。 

４）以下に掲げる有価証券への投資も行います。 

① 転換社債および転換社債型新株予約権付社債 

② 優先株 

③ 投資信託証券 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券 

５）ＭＳＣＩブラジル10/40指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデッ

クスを上回る投資成果を目指します。 

６）株式の組入比率は、原則として高位に維持します。 

７）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

８）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券

先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取

引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に

係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこ

とができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった

通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

９）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うことができます。 

 

(2）投資対象 

① この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a）有価証券 

(b）有価証券指数等先物取引に係る権利 

(c）有価証券オプション取引に係る権利 

(d）外国市場証券先物取引に係る権利 

(e）有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 

(f）有価証券店頭オプション取引に係る権利 

(g）有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 
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(h）金銭債権（a、iおよびkに掲げるものを除く。） 

(i）約束手形（証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除く。） 

(j）金融先物取引に係る権利 

(k）金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と

将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授

受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

i)  金利先渡取引に係る権利 

ii)  為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv)  店頭金融先物取引に係る権利 

v)  為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi)  為替および金利に係るオプション取引に係る権利 

(l）金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

(a）外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

(b）為替手形 

(c）抵当証券 

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等 

委託会社（運用についての投資に関する権限を受けた投資顧問会社を含みます。）は、信託

金を、次の1）から20）までの有価証券に投資することを指図します。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第2条第1項第3号の２で定めるものをいい

ます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第2条第1項第5号で

定めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取引

法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいい

ます。） 

10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12）外国または外国法人の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または

証書の性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第2条第1項第7号で定めるものを

いいます。） 

14）投資証券または外国投資証券（証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいま

す。） 
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15）外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるもの

をいいます。） 

17）預託証書（証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）貸付債権信託受益権（証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。） 

20）外国法人に対する権利で前記19)の権利の性質を有するもの 

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、2)から6）までの証券ならびに12）および17）の証

券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）

の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品の運用指図 

信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することができま

す。 

１）預金 

２）指定金銭信託 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）抵当証券 

前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げ

る金融商品により運用することの指図ができるものとします。 

 

(3）主な投資制限 

１）株式への投資には制限を設けません。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

２）外貨建資産への投資には制限を設けません。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産

総額の20％以下とします。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

４）同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

５）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財

産の純資産総額の5％以下とします。（マザーファンド約款第19条第2項） 

６）投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。（マザーファ

ンド約款「運用の基本方針」） 

７）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（マザーファンド約款第19条第3項） 

８）公社債の空売りは行わないものとします。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

９）先物取引等の運用指図（マザーファンド約款第21条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行

われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引（証

券インデックス・オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。 

(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行
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われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係

る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行

われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

１０）スワップ取引の運用指図（マザーファンド約款第22条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ

てはこの限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 

(d）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１１）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド約款第23条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについてはこの限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を

もとに算出した価額で評価するものとします。 

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは

受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１２）信用取引（マザーファンド約款第20条） 

(a) 委託会社は投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付ける

ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しま

たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産

総額の範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が投資

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え

る額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

１３）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(マザーファンド約款第27条) 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認

められる場合には、制約されることがあります。 

１４）公社債の借入れ（マザーファンド約款第26条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をする

ことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた

ときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 
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(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が

投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その

超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

１５）外国為替予約（マザーファンド約款第28条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の

指図をすることができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するた

めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超

える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 

 

３【投資リスク】 

(1）当ファンドのリスク 

当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。 

① 価格変動リスク 

当ファンドは、主として株式等値動きのある証券に投資しますので、基準価額は株式市場

の動向等により変動します。株式市場が下落する局面では、同じように基準価額も下落す

る傾向があります。当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、また、預金

保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託財産に生じ

た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

１）株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は

短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の

波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向であっても、そ

の傾向が今後も継続する保証はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、

基準価額が下落する要因となります。 

２）信用リスク 

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金

が回収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の

債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額の下落要因となります。 

３）解約資金の流出に伴うリスク 

短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市

場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が

下落する要因となります。 

４）為替変動リスク 

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レート

の変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の

需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当

該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。 
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５）流動性のリスク 

  急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環

境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に 

  有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格

の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 

６）カントリーリスク 

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、ま

たは資本取引、外貨取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、

基準価額が予想以上に下落したり、方針に沿った運用が困難になることがあります。 

７）その他 

当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、または

予測される場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が下落す

る要因となります。 

② デリバティブ取引のリスク 

当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジ

する商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可

能性、証拠金を積むことによるリスクなど様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に

資する目的でも用いられることもありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異な 

った場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。 

③ 法令・税制・会計等の変更の可能性にかかわる留意点 

法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。 

④ その他の留意点 

取得申込者から販売会社に申込金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に

対して申込代金の払込みが現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任

も負わず、かつ、その後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者はいかなる権利

も取得しません。 

一部解約金、収益分配金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委

託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者へ

の支払いについての責任を負いません。 

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意

をもって行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について、

それぞれ責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。 
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(2）投資リスクに対する管理体制 

ポートフォリオ  

各運用拠点のチーフ・  

インベストメント・オフィサー

コンプライアンス・

オフィサー  

ポートフォリオ分析チーム  

顧客担当マネジャー  

法令・諸規則等の遵守  
状況をチェック 

ポートフォリオの分析  

  運用ガイドラインの  
  遵守状況等のチェック  

運用ガイドラインの遵守状況およびパフォーマンス等をチェック  
 

投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、コンプラ

イアンス・オフィサー、顧客担当マネジャー、ロンドンに本拠を置くポートフォリオ分析チーム

による複眼的な管理体制を採っております。 

 

また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各担

当者がシステムにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。 

 

各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）は、主に運用ガイドラインの遵守

およびパフォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。 

 

コンプライアンス・オフィサーは運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等の遵守状

況のモニタリングを行っております。 

 

顧客担当マネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポートフォリオの運

用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っております。改善

の要求と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。 

 

ポートフォリオ分析チームは、ポートフォリオの各種リスク特性を示す要因分析を行い定期的に

チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、担当ファンドマネジャー、コンプライアン

ス・オフィサー、顧客担当マネジャーに対し分析結果が報告されます。 

 

その他、ＨＳＢＣグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われており、

各部門が法令・諸規則および社内業務規定に則って運営されているかどうかについてチェックさ

れ、業務方法および管理体制、運営全般についての精査が行われております。 

 

※ 投資リスクに対する管理体制は、平成19年4月末現在のものであり、今後、変更となる可能

性があります。 
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４【手数料等及び税金】 

(1）【申込手数料】 

申込口数、申込金額※1または申込代金※2等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額

に3.675％（税抜3.50％）を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額と

します。申込手数料には消費税等相当額が加算されています。 

※1「申込金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数をいいます。 

※2「申込代金」とは、｢申込金額｣に申込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額を加

算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 

お申込みには、収益分配金の受取方法により2つのコースがあります。 

◇収益分配時に分配金を受け取るコース（以下「一般コース」といいます。） 

◇収益分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース（以下「自動けいぞく投資コー

ス」といいます。） 

取扱いコースは販売会社によって異なります。 

申込代金の支払い方法および時期、手数料率、取扱いコースにつきましては、販売会社へお

問い合わせください。 

（販売会社につきましては、下記へお問い合わせください。） 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp 

  電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

(2）【換金（解約）手数料】 

換金（解約）請求には手数料はかかりません。 

 

(3）【信託報酬等】 

① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年

1.995％（税抜年1.90％）の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る

消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 

② 前記の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき投

資信託財産中から支弁するものとします。 

  信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年1.155％ 

（税抜年1.10％） 

年0.735％ 

（税抜年0.70％）

年0.105％ 

（税抜年0.10％）

  なお、委託会社の報酬には、ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ－Banco Múltiploへの投

資顧問報酬（年0.45％）が含まれています。 

 

(4）【その他の手数料等】 

当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。（ただし、これらに限定される

ものではありません。） 

① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用 

② 外貨建資産の保管費用 

③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 
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④ 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、ならびに受託会社の立替えた立

替金の利息 

⑤ その他、以下の諸費用 

１）投資信託振替制度に係る手数料および費用 

２）有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の作成、印刷および提出に係

る費用 

３）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４）投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 

６）当ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託

契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７）当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 

委託会社は、前記⑤記載の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資

信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払っ

た金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委

託会社は実際に支払う金額の支弁を受けるにあたり、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理

的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産から

その支弁を受けることもできます。かかる諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、

委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率また

は固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定

める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上され、毎計算期間

の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額

とともに投資信託財産中から支弁します。 

 

委託会社は、かかる諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、投資信託財産の純資

産総額に年率0.2％を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、投資信託財産から支弁を

受けるものとします。委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中

に、随時かかる諸費用の年率を見直し、年率0.2％を上限としてこれを変更することができます。 

 

なお、前記に規定する信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸

費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関

連して生じたと認めるものを含みます。 

 

(5）【課税上の取扱い】 

日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。 

① 個別元本について 

１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当

該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）

にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

３）ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別

元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
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得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース

で取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

４）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」につ

いては、下記③の（収益分配金の課税について）をご参照ください。） 

② 一部解約時および償還時の課税について 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

③ 収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いにな

る「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別

元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下

回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特

別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特

別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◆ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

① 個人の受益者に対する課税 

１）収益分配金に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金について、10％（所得税7％および地方税3％）の

税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い総合課

税を選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金

のみであり、特別分配金は課税されません。 

２）一部解約時および償還時の課税 

一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税7％および地方税3％）

の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、一部解約時の一部解

約金または償還時の償還金が個別元本を下回っている場合には確定申告を行うことにより、

当該損金額を株式等の売買益と通算（損益通算）することができます。 

 

なお、平成21年4月1日以降は、上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は20％（所得

税15％および地方税5％）となることが予定されています。 

 

② 法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解

約時および償還時の個別元本超過額については、平成21年3月31日までは所得税7％（地方税

の徴収はありません。）となります。なお、平成21年4月1日以降は所得税15％（地方税の徴

収はありません。）の税率で源泉徴収※され法人の受取額となることが予定されています。

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税

されません。 

※ 源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除 

（注）上記の内容は平成19年4月末現在のものであり、税法等が改正された場合には、変更にな

ることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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５【運用状況】 

以下は平成19年4月27日現在の運用状況であります。また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対

する当該資産の時価比率をいいます。 

 

(1）【投資状況】 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

資産の種類 国名 時価合計 （円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 － 57,600,456,462 100.16

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － △89,731,710 △0.16

合計（純資産総額） － 57,510,724,752 100.00

 

（参考）ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド 

資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％） 

バミューダ 5,158,470,767 8.96

ブラジル 51,144,049,886 88.79株式 

小 計 56,302,520,653 97.75

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 1,298,297,207 2.25

合 計（純資産総額） － 57,600,817,860 100.00

 

(2)【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 
国名/ 
地域 

種類 銘柄名 
数量 
（口数） 

簿価単価
（円）

簿価金額 
（円） 

評価単価 
（円） 

評価金額 
（円） 

投資比率
（％）

日本 
親投資信託

受益証券 

ＨＳＢＣ  ブラジル 

マザーファンド 
41,046,430,886 1.2954 53,171,862,756 1.4033 57,600,456,462 100.16

   

投資有価証券の種類別投資比率 

種  類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.16

合 計 100.16

 

② 【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

③ 【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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(参考情報)ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド 

①投資有価証券の主要銘柄 

順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量
簿価単価
（円）

簿価金額
（円）

評価単価
（円）

評価金額
（円）

投資
比率
（％）

1 バミューダ 株式
GP INVESTMENTS LTD - 
BDR サービス 985,000 3,879.38 3,821,198,460 4,480.53 4,413,329,930 7.66

2 ブラジル 株式
ALL AMERICA LATINA 
LOGISTICA 陸運業 2,917,000 1,436.37 4,189,900,041 1,498.43 4,370,945,104 7.59

3 ブラジル 株式
VALE RIO DOCE ON - 
ADR 素材 731,950 4,435.03 3,246,224,628 4,970.50 3,638,158,938 6.32

4 ブラジル 株式
DURATEX SA - PREF

建設資材 1,264,100 2,417.59 3,056,086,895 2,624.48 3,317,610,224 5.76

5 ブラジル 株式
JBS SA

食品・日用品 5,777,600 423.30 2,445,685,862 461.05 2,663,808,700 4.62

6 ブラジル 株式
SAO MARTINHO SA

食品・日用品 1,440,500 1,601.36 2,306,771,056 1,595.97 2,298,994,785 3.99

7 ブラジル 株式
PETROBRAS PN - ADR

石油・石炭 191,300 10,871.85 2,079,784,905 11,002.43 2,104,765,241 3.65

8 ブラジル 株式
LOJAS RENNER SA

商業 1,072,500 1,577.05 1,691,391,273 1,773.30 1,901,864,250 3.30

9 ブラジル 株式
MARCOPOLO SA - PREF

自動車 4,794,000 371.80 1,782,418,308 365.89 1,754,080,974 3.05

10 ブラジル 株式
COMPANY SA

建設・住宅 1,164,100 1,240.71 1,444,320,871 1,411.54 1,643,181,629 2.85

11 ブラジル 株式
VALE RIO DOCE PNA

素材 381,000 3,753.48 1,430,077,785 4,158.38 1,584,346,018 2.75

12 ブラジル 株式
EMPRESA BRAS DE 
AERONAUTICA 宇宙・軍事産業 1,106,200 1,342.38 1,484,949,716 1,400.90 1,549,683,323 2.69

13 ブラジル 株式
PERDIGAO SA

食品・日用品 840,200 1,632.61 1,371,725,811 1,777.43 1,493,403,155 2.59

14 ブラジル 株式
BRADESCO - ADR

銀行 565,750 2,452.30 1,387,392,119 2,584.08 1,461,946,654 2.54

15 ブラジル 株式
LOCALIZA RENT A CAR

サービス 805,600 1,215.30 979,046,968 1,182.20 952,380,320 2.48

16 ブラジル 株式
PROFARMA 
DISTRIBUIDORA - ON ヘルス・ケア 788,100 1,989.77 1,568,139,031 1,811.13 1,427,351,868 2.48

17 ブラジル 株式
GERDAU SA - PREF

鉄鋼 537,700 2,157.51 1,160,095,815 2,399.86 1,290,407,948 2.24

18 ブラジル 株式
SADIA PN

食品・日用品 2,551,300 459.28 1,171,773,055 501.84 1,280,354,342 2.22

19 ブラジル 株式
DATASUL SA

コンピューター 922,500 1,329.97 1,226,901,937 1,359.53 1,254,166,425 2.18

20 ブラジル 株式
PETROBRAS ON - ADR

石油・石炭 92,133 12,138.13 1,118,322,884 12,412.47 1,143,598,835 1.99

21 ブラジル 株式
SAO CARLOS 
EMPREENDIMENTOS 不動産 1,214,300 1,004.27 1,219,495,868 925.07 1,123,314,322 1.95

22 ブラジル 株式
LOJAS AMERICANAS SA - 
PREF 商業 144,700,000 7.50 1,086,258,559 7.74 1,120,556,959 1.95

23 ブラジル 株式
VALE RIO DOCE ON

素材 210,200 4,450.98 935,596,626 4,953.41 1,041,208,463 1.81

24 ブラジル 株式
COSAN SA INDUSTRIA 
COMERCIO 食品・日用品 374,400 2,227.41 833,943,230 2,600.84 973,754,496 1.69

25 ブラジル 株式
GVT HOLDING SA

通信 631,900 1,438.73 909,138,163 1,536.86 971,141,834 1.69

26 ブラジル 株式
SARAIVA SA LIVREIROS-
PREF 放送・出版 647,600 1,474.79 955,076,918 1,464.15 948,186,583 1.65

27 ブラジル 株式
ITAUSA-INVESTIENTOS 
ITAU-PR コングロマリット 1,245,000 667.94 831,589,035 727.64 905,916,904 1.57

28 ブラジル 株式
DIAGNOSTICOS DA 
AMERICA サービス 340,800 2,642.21 900,467,553 2,626.84 895,229,934 1.55

29 ブラジル 株式
CONTAX PARTICIPACOES-
PREF サービス 7,209,366 115.26 830,983,967 119.99 865,075,617 1.50

30 バミューダ 株式
DUFRY SOUTH AMERICA 
LTDA 食品・日用品 332,700 2,068.85 688,306,395 2,239.67 745,140,837 1.29
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投資有価証券の種類別投資比率 

種類 国内／外国 業種 投資比率 (％） 

食品・日用品 16.42

サービス 14.17

素材 10.87

陸運業 7.59

石油・石炭 6.89

建設資材 5.76

商業 5.30

ヘルス・ケア 3.49

自動車 3.05

建設・住宅 2.85

宇宙・軍事産業 2.69

銀行 2.61

鉄鋼 2.24

コンピューター 2.18

コングロマリット 2.13

不動産 2.01

通信 1.75

農業 1.74

放送・出版 1.65

機械・エンジニアリング 1.12

繊維・アパレル 0.63

航空 0.51

株式 外国 

海運業 0.12

合計    97.75

 

②投資不動産物件 

 該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの （為替予約） 

（参考）ＨＳＢＣ  ブラジル  マザーファンド 

  

 

 

 

 

 

 

 

資産の種類   数量 帳簿価額 (円） 評価額（円） 投資比率 （％）

為替予約取引 売建 ドル 5,000,000.00 592,975,000 598,650,000 △1.04
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(3）運用実績 

①【純資産の推移】 

平成19年4月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとお

りです。 

純資産総額（百万円） １口当たり純資産額（円） 
期 

計算期間末 
または各月末 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 

1期 平成19年3月30日 55,583 56,428 1.2530 1.2720

 平成18年4月末日 26,997 － 0.9812 －

 平成18年5月末日 26,769 － 0.8129 －

 平成18年6月末日 30,453 － 0.8683 －

 平成18年7月末日 33,182 － 0.9007 －

 平成18年8月末日 36,270 － 0.9463 －

 平成18年9月末日 37,919 － 0.9559 －

 平成18年10月末日 40,487 － 1.0127 －

 平成18年11月末日 42,369 － 1.0732 －

 平成18年12月末日 48,717 － 1.1934 －

 平成19年1月末日 51,737 － 1.2379 －

 平成19年2月末日 52,504 － 1.1953 －

 平成19年3月末日 55,583 － 1.2530 －

 平成19年4月末日 57,510 － 1.3562 －

 

②【分配の推移】 

計算期間 1口当たりの分配金 

第1期 0.0200 

 

③【収益率の推移】 

計算期間 収益率（％） 

第1期 27.2 
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６【手続等の概要】 

（１）申込（販売）手続等 

① 取得申込者は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、取得申込

を行うものとします。 

  取得申込の受付は、営業日の午後3時（年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午

前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事

務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営

業日の受付となります。ただし、取得申込日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合には、

取得申込の受付は行いません。 

  収益分配金の受取方法により、お申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コー

ス」の２つのコースがあります。取扱いコースおよび申込単位は販売会社によって異なり

ます。詳細につきましては、各販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

② 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

取得申込には、申込手数料がかかります。申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基

準価額に、3.675％（税抜3.50％）を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じ

て得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されております。 

  なお、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1

口単位となり、無手数料で取扱います。その販売価額は、ファンドの各計算期間終了日の

基準価額とします。 

③ 取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委

託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大

な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変

更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する

障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能

となった場合等）があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、既に受

付けた取得申込の取消またはその両方を行うことができるものとします。 

 

※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を

行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数

の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該申込代金の支払いと引き

換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿

への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの

とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に

したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追

加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

（２）換金（解約）手続等 

① 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。一部解約の実行の請求の受付は、販

売会社の営業日の午後3時（年末年始のような本邦証券取引所が半休日の場合は午前11

時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定
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の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場

合は翌営業日の受付となります。ただし、一部解約の実行の請求日がサンパウロ証券取引

所の休場日の場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。 

② 換金の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己に帰属する

受益権につき、販売会社が個別に定める単位をもって委託会社に一部解約の実行を請求す

ることができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受

益権をもって行うものとします。 

③ 一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

  受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本

を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および

地方税額を差し引いた金額※となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原

則として７営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。 

※ 源泉税額は、個人の受益者については10％（所得税7％および地方税3％）、法人の受益者

については7％（所得税7％）となります。なお、平成21年4月1日以降は、個人の受益者に

ついては20％（所得税15％および地方税5％）、法人の受益者については15％（所得税

15％）となることが予定されております。 

上記の税率は平成19年4月末現在のものであり、税法等の改正により、変更になることが

あります。 

 

  解約価額に関しては、以下の委託会社および販売会社へお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

④ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事

情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の

導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場

の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの

誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等）が発生

したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約

の実行の請求の受付を取り消すことができます。 

  一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の

最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして上記の規定に準じて計算

された価額とします。 

※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係

る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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７【管理及び運営の概要】 
(1）資産管理等の概要 

①資産の評価 

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を

除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計

算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」

といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則と

してわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替

の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま

す。 

＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 

マザーファンドを通じて投資する海外の証券取引所上場株式の評価は、原則として、海外の

証券取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。 

基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社で入手できま

す。また、基準価額は翌日の日本経済新聞朝刊にも「ブラジル」の略称で掲載されます。な

お、基準価額は1万口単位で表示されたものが公表されます。 

基準価額に関しては、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

②保管 

該当事項はありません。 

③信託期間 

ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記｢⑤その他 １)信託の終了(a)、(g)、

(h)および(j)｣の規定に該当する事由が生じた場合には、信託を終了することができます。 

④計算期間 

原則として、毎年3月31日から翌年3月30日までとします。 

上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業

日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。 

なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は、下記｢⑤その他 １）信託の終了(a)、

(g)、(h)および(j)｣に該当した信託期間の終了日とします。 

⑤その他 

１）信託の終了 

次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。 

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を

下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会

社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
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(b) 委託会社は、前記（a）の規定について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、

かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 

(c) 前記（b）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記（c）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、前記（a）の信託契約の解約をしません。 

(e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

(f) 前記（c）から（e）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事

情が生じている場合であって、前記（c）の一定の期間が一月を下らずにその公告およ

び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

(g) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(h) 委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

※ なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

(i) 前記（h）にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資

信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記２）の（d）に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。 

(j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託会社は、下記２）の投資信託約款の変更にしたがい、新受託会社を選任します。委

託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

２）投資信託約款の変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、前記（a）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ

め変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託

約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

(c) 前記（b）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記（c）の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分

の一を超えるときは、前記（a）の投資信託約款の変更を行いません。 

(e) 委託会社は、当該投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およ

びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して
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交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。 

(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、

前記（a）から（e）までの事項にしたがいます。 

３）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

４）関係法人との契約の更改に関する手続き等 

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の

権利義務を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段

の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委

託会社と投資顧問会社との間で締結する「投資一任契約」（別の名称で同様の権利義務を

規定する契約を含みます。）は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約す

るまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することが

できます。 

５）運用報告書 

委託会社は、ファンドの毎計算期間の末日および信託終了のときに運用報告書を作成し、

販売会社を通じて当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。 

 

(2）受益者の権利等 

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、

信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以

下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファン

ド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

① 収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申

込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と

して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いし

ます。 

なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞ

く投資契約に基づいて無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座

簿に記載または記録されます。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、

なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いし

ます。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

② 償還金に対する請求権 

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算

して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録

されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き

ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の

名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に
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支払います。 

償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了

による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

③ 一部解約実行請求権 

 受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求するこ 

 とができます。一部解約金の支払いは、販売会社の各営業所等において行うものとします。 

 受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責される  

 ものとします。 

④ 反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、

受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求す

ることができます。当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社

の協議により決定します。なお、当該買取請求の内容および手続きに関する事項は、前述

「⑤その他 １）信託の終了または２）投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に

付記します。 

⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類

の閲覧・謄写を請求することができます。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 

◆ 以下の情報は、請求目論見書「第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から 

  抜粋して記載されたものです。 

◆ ファンドの財務諸表については、あずさ監査法人による監査を受けております。 

  また、当該監査法人による監査報告書は、請求目論見書「第４ ファンドの経理状況」に記載 

  されている「財務諸表」に添付されています。 

 １【財務諸表】      

 (1)【貸借対照表】   

期 別 
第1期 

 （平成19年3月30日現在） 

科 目 金額（円） 

資産の部   

 Ⅰ流動資産   

親投資信託受益証券 56,904,423,194

未収入金 568,346,366

流動資産合計 57,472,769,560

資産合計 57,472,769,560

負債の部   

 Ⅰ流動負債   

未払収益分配金 845,627,113

未払解約金 568,346,366

未払受託者報酬 24,713,673

未払委託者報酬 444,846,089

その他未払費用 6,086,992

流動負債合計 1,889,620,233

負債合計 1,889,620,233

純資産の部   

 Ⅰ元本等   

１ 元本 44,360,629,042

   元本合計 44,360,629,042

２ 剰余金   

期末剰余金 11,222,520,285

剰余金合計 11,222,520,285

 元本等合計 55,583,149,327

純資産合計 55,583,149,327

負債・純資産合計 57,472,769,560
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 (2)【損益及び剰余金計算書】 

期別 

第1期 

（自 平成18年3月31日 

    至 平成19年3月30日）

科目 金額（円） 

 Ⅰ 営業収益   

有価証券売買等損益 12,597,864,082 

営業収益合計 12,597,864,082 

 Ⅱ 営業費用   

受託者報酬 40,620,381 

委託者報酬 731,166,724 

その他費用 12,762,246 

営業費用合計 784,549,351 

営業利益 11,813,314,731 

経常利益 11,813,314,731 

当期純利益 11,813,314,731 

 Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益分配額 1,651,715,143 

 Ⅳ 期首剰余金 － 

 Ⅴ 剰余金増加額 1,906,547,810 

（当期一部解約に伴う剰余金増加額） (131,969,798) 

（当期追加信託に伴う剰余金増加額） (1,774,578,012) 

 Ⅵ 剰余金減少額 － 

 Ⅶ 分配金 845,627,113 

 Ⅷ 期末剰余金 11,222,520,285 

 

 (3) ＜注記表＞ 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

       期別 第 1 期 

 項目 
（自 平成18年3月31日 

       至 平成19年3月30日） 

１．有価証券の評価基

準及び評価方法 

 親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価

しております。 

時価評価にあたっては、親投資信

託受益証券の基準価額に基づいて

評価しております。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 

(1）名義書換 

   該当事項はありません。 

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するも

のが存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益

証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行す

る場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記

名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求は行わないものとします。 

 

 (2）受益者名簿 

 該当事項はありません。 

 

(3）受益者に対する特典 

 該当事項はありません。 

 

(4）受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとし

ます。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する

受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替

口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を

開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の

振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に

受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると

判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

(5) 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社 

に対抗することができません。 

 

(6) 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が

施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在

の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

(7) 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
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日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 

 

(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資

信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 
 

下記の項目は、請求目論見書の記載事項です。 

 

第１ ファンドの沿革 

 

第２ 手続等 

１.申込（販売）手続等 

２.換金（解約）手続等 

 

第３ 管理及び運営 

１.資産管理等の概要 

(1)資産の評価 

(2)保管  

(3)信託期間 

(4)計算期間 

(5)その他 

２.受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

１.財務諸表 

(1)貸借対照表 

(2)損益及び剰余金計算書 

(3)注記表 

(4)附属明細表 

２.ファンドの現況 

   純資産額計算書 

 

第５ 設定及び解約の実績 
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ＨＳＢＣ投信株式会社 



 1

追加型証券投資信託  

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

－運用の基本方針― 

 

投資信託約款第 24 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針  

  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

 ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益

証券を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

① 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。 
② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用（主としてブラジル連邦共和国（以
下「ブラジル」といいます。）の証券取引所に上場されている株式、ブラジルにあ

る取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはブラジル経済の発展と成長に

係わる企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発

行する株式に投資）を直接行うことがあります。 

③ 上記の証券取引所は、サンパウロ証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取
引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすること

があります。 

④ ＭＳＣＩブラジル 10/40 指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該イ
ンデックスを上回る投資成果を目指します。 

⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。  

⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
⑦ 当初設定時および償還準備に入った際、市況動向や大量の追加設定または解約によ
るファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る

先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取

引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、

金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証

券先物取引等」といいます。）を行うことができます。また、投資信託財産に属す

る資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異な

った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」

といいます。）を行うことができます。 

⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことができます。 

 

（３）投資制限 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の 20％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。 
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⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約

権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社

法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権

付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、

取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑧ 資金借入は、投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 
⑨ 公社債の空売りは行わないものとします。 
⑩ 有価証券先物取引等は投資信託約款第 28 条の範囲内で行います。 
⑪ スワップ取引は投資信託約款第 29 条の範囲内で行います。 
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引は投資信託約款第 30 条の範囲内で行います。 
 

３．収益分配方針 

年 1回の決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 

① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）
等の全額とします。 

② 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、
分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同
一の運用を行います。 
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約   款 

 

［信託の種類、委託者および受託者］ 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、ＨＳＢＣ投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。  

［信託事務の委託］ 

第 2条 受託者は、信託法第 26 条第１項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処

理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規

定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第４条第１項にて準用する信託業法第

29 条第 2項第 1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）

と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、投資信託財産を害する

おそれがないと認められる場合に行うものとします。この場合、投資信託財産を

害するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係

る条件が市場水準等に照らし公正と認められる条件である場合をいいます。 

［信託の目的および金額］ 

第 3条 委託者は、金 15,534,845,334 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、

受託者はこれを引き受けます。 

［信託金の限度額］ 

第 4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加するこ

とができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交

付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更することができます。 

［信託期間］ 

第 5条 この信託期間は、信託契約締結日から、第 54 条第 1 項、第 55 条第 1 項、第 56

条第 1 項および第 58 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約解約の日

までとします。 

［受益権の取得申込みの勧誘の種類］ 

第 6条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2条第 3項第 1号に

掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項に定め

る公募により行われます。 

［当初の受益者］ 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権

取得申込者とし、第 8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に

応じて、取得申込者に帰属します。 

［受益権の分割および再分割］ 

第 8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 15,534,845,334 円口に、追加

信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9条第 1項の追

加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関す

る法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにした

がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

［追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法］ 

第 9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受

益権の口数を乗じた額とします。 
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② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有

価証券および第 33 条に規定する借入有価証券を除きます。) を法令および社団

法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から

負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日におけ

る受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有

価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。

以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電

信売買相場の仲値によって計算します。 

③ 第 35 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対

顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

［信託日時の異なる受益権の内容］ 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはあり

ません。 

［受益権の帰属と受益証券の不発行］ 

第 11 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政

令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替え

るものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。

以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権

の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同

意した一の振替機関（社振法第 2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替

機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に

規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい

ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振

替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい

います。）。 

   ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣

の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振

替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある

場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を

除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券か

ら無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないもの

とします。 

③ 委託者は、第 8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口

座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への

通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ

た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または

記録を行ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を

申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現

在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、

当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となる

ものを含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載

または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受

益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を

行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証

券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付

票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となりま

す。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載ま

たは記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社（証券取引法第 2

条第 9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2条第 2号に
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規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録金融機関（証券取引

法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該

申請の手続きを委任することができます。 

［受益権の設定に係る受託者の通知］ 

第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の

定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行な

います。 

［受益権の申込単位および価額］ 

第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 8条第 1項の規定により分

割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の承認を得て定める申込単位

をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動

けいぞく投資約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を

結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができる

ものとします。 なお、取得申込日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合には、

受益権の取得申込には応じないものとします。ただし、第 50 条第 2 項に規定す

る収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申

込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行

なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金（第 3 項の受益権の価額に当

該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該

口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことがで

きます。 

③ 第 1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第 4項に

定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」

といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約

締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1口につき 1円に、第 4項に規定す

る手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とし

ます。   

④ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ

独自に定めるものとします。 

⑤ 第 3項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再

投資する場合の受益権の価額は、第 45 条に規定する各計算期間終了日の基準価

額とします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託

財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または証券

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投

資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制

の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）

による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障

害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算

が不能となった場合等）があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込

の受付を停止することおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができま

す。 

［受益証券の種類］ 

第 14 条 ＜削除＞ 

［受益権の譲渡に係る記載または記録］ 

第 15 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象と
する受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
申請をするものとします。 
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② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有

する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ

の備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機

関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し

た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規

定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行

なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先

口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるとき

またはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を

設けることができます。 

［受益権の譲渡の対抗要件］ 

第 16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなけれ

ば、委託者および受託者に対抗することができません。 

［無記名式の受益証券の再交付］ 

第 17 条 ＜削除＞ 

［記名式の受益証券の再交付］ 

第 18 条 ＜削除＞ 

［受益証券を毀損した場合等の再交付］ 

第 19 条 ＜削除＞ 

［受益証券の再交付の費用］ 

第 20 条 ＜削除＞ 

［投資の対象とする資産の種類］ 

第 21 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法
律第 2条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

 (1) 有価証券 
 (2) 有価証券指数等先物取引に係る権利 
 (3) 有価証券オプション取引に係る権利 
 (4) 外国市場証券先物取引に係る権利 
 (5) 有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 
 (6) 有価証券店頭オプション取引に係る権利 
 (7) 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 
 (8) 金銭債権（(1)、(9)および(11)に掲げるものを除く。） 
 (9) 約束手形（証券取引法第 2条第 1項第 8号に掲げるものを除く。） 
 (10) 金融先物取引に係る権利 
 (11) 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定
された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基

づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引と

して、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものに係る

権利のうち、次に掲げるもの 

i) 金利先渡取引に係る権利 
ii) 為替先渡取引に係る権利 
iii) 直物為替先渡取引に係る権利 
iv) 店頭金融先物取引に係る権利 
v) 為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 
vi) 為替および金利に係るオプション取引に係る権利 
 (12) 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

 2.特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

 (1) 外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引
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に係る権利 

 (2) 為替手形 
 (3) 抵当証券  

［運用の指図範囲等］ 

第 22 条 委託者は、信託金を、主として、ＨＳＢＣ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ

Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるＨＳＢＣ ブラ

ジル マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券およ

び次の有価証券に投資することを指図します。 

1． 株券または新株引受権証書 
2． 国債証券 
3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以

下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きま

す。） 

6. 特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第 2条第 1項第 3号の２で定め
るものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第 2条第
1項第 5号で定めるものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証
書（証券取引法第 2条第 1項第 5号の２で定めるものをいいます。） 

9. 特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第 2条第 1項第 5号の３で定
めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。
以下同じ。）および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書
の性質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2条第 1項第 7号で
定めるものをいいます。） 

14. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2条第 1項第 7号の２で定める
ものをいいます。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるもの
をいいます。 

16. オプションを表示する証券または証書（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の
２で定めるものをいいます。） 

17. 預託証書（証券取引法第 2条第 1項第 10 号の３で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
19. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2条第 2項第 1号で定めるものをいいま
す。） 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 
なお、第 1号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち

第 1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2号から

第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号

から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の

証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運

用することを指図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 
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4. 手形割引市場において売買される手形 
5. 抵当証券 

③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等へ

の対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第

1号から第 4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券お

よび新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との

合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の

指図をしません。 

⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除

きます。）の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の

時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産

の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前 2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する

マザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資

産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

[受託者の自己または利害関係人等との取引] 

第 23 条 受託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、信託業法、

投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関係法令に反しない場合には、委託

者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、第 36 条第 2 項に定める信

託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産

との間で、第21条および第22条第1項ならびに第2項に定める資産への投資を、

信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り

行うことができます。 

② 前項の取扱いは、第 27 条ないし第 31 条、第 33 条、第 35 条、第 40 条、第 41 条

における委託者の指図による取引についても同様とします。 

［運用の基本方針］ 

第 24 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従っ

て、その指図を行います。 

［投資する株式等の範囲］ 

第 25 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券

は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た

だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および

新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ

び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認でき

るものについては、委託者が投資することを指図することができるものとしま

す。 

［同一銘柄の株式等への投資制限］ 

第 26 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマ

ザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投

資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の

100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券およ

び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産

に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5を

超えることとなる投資の指図を行いません。 
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③ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転

換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属す

る当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信

託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分

の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

④ 前各項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属する

マザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資

産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

［信用取引の指図範囲］ 

第 27 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売

付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株

券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま

す。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投

資信託財産に属する当該売付に係る建玉のうち投資信託財産に属するとみなし

た額（投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資

信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。）との合計額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額の合

計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速や

かに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとし

ます。 

［先物取引等の運用指図・目的］ 

第 28 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内におい

て行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプショ

ン取引（証券インデックス・オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場

におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な

お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取

引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場に

おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること

ができます。 

③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取

引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場に

おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

［スワップ取引の運用指図・目的］ 

第 29 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通

貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに

交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をするこ

とができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5条に

定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で

全部解約が可能なものについては、この限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め

たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

［金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図］ 

第 30 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取

引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 



 10

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原

則として第 5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が

当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金

利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは

受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし

ます。 

［有価証券の貸付の指図および範囲］ 

第 31 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株

式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産
で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投
資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ

の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図

を行うものとします。 

［公社債の空売り］ 

第 32 条 委託者は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売

付けることの指図をすることができないものとします。 

［公社債の借入れ］ 

第 33 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を

することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必

要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額

の範囲内とします。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額

が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やか

に、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をする

ものとします。 

④ 第 1項の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

［特別の場合の外貨建有価証券への投資制限］ 

第 34 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必

要と認められる場合には、制約されることがあります。 

［外国為替予約の指図および範囲］ 

第 35 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取

引の指図をすることができます。 

② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の

合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも

のとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資

信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信

託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資

信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超

える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引

の指図をするものとします。  
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［信託業務の委託］ 

第 36 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産の保管および処分

並びにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、

外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むものおよ

びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することがで

きます。 

② 受託者は、前項のうち信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をすると

きは、以下に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。 

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力が
あると認められること 

3. 投資信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行
う体制が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 
③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲

げる基準に適合していることを確認するものとします。 

④ 保管費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。 

［有価証券の保管］ 

第 37 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に

預託し保管させることができます。 

［混蔵寄託］  

第 38 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円

貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書また

はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結し

た保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとしま

す。 

［投資信託財産の表示および記載の省略］ 

第 39 条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める

場合のほか、信託の表示および記載をしません。 

［一部解約の請求および有価証券の売却等の指図］ 

第 40 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一

部解約の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

［再投資の指図］ 

第 41 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金

等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の

収入金を再投資することの指図ができます。 

［資金の借入れ］ 

第 42 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部

解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資

金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資

金の手当を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合も含みます。）の

指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わ

ないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開

始日から投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間また

は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解

約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託

財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ

る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解

約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借
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入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10％を超えな

いこととします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁され

る日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とし

ます。 

④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。 

［損益の帰属］ 

第 43 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て

受益者に帰属します。 

［受託者による資金の立替え］ 

第 44 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割

当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをするこ

とができます。 

② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等

に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその

金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に

繰り入れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそ

のつど別にこれを定めます。 

［信託の計算期間］ 

第 45 条 この信託の計算期間は、毎年 3月 31 日から翌年 3月 30 日までとすることを原則

とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以

下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌

営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最

終計算期間の終了日は、第 5条に定める信託期間の終了日とします。 

［投資信託財産に関する報告］ 

第 46 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成し

て、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作

成して、これを委託者に提出します。 

［信託事務の諸費用等］ 

第 47 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の

立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁しま

す。 

② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から

支弁することができます。 

1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用 
2. 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印
刷および提出に係る費用 

3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 
4. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 
6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変
更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付

に係る費用 

7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 
③ 委託者は、前項の諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を

投資信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に投資信託財

産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ、受領する金額に上限

を付することができます。また、委託者は実際に支払う金額の支弁を受ける代わ
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りに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の

費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受

けることもできます。 

④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投

資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率また

は固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 

⑤ 第 3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額

は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上されます。

かかる諸費用は、毎計算期間の最初の 6ヶ月終了日および毎計算期末または信託

終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中

から支弁します。 

⑥ 第 1項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して

生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託者の合理的判

断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。 

［信託報酬等の額］ 

第 48 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 45 条に規定する計算期間を通じて

毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 190 の率を乗じて得た額とし

ます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6ヶ月終了日および毎計算期末、または

信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の

配分は別に定めます。 

③ 第 1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資

信託財産中から支弁します。 

④ 委託者は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託

を受けたものが受ける報酬を第 1項に基づいて委託者が受ける報酬から、毎計算

期間の最初の 6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき支弁するも

のとし、その報酬額は、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 45 の率を乗

じて得た金額とします。 

［収益の分配方式］ 

第 49 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理しま

す。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支
払利息を控除した額は、第 47 条に規定する信託事務の諸費用（以下、「諸

経費」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当

する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる

ことができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、
諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除

し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益

者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準

備積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

［収益分配金、償還金および一部解約金の支払い］ 

第 50 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎

計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている

受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわ

れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間

の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する

証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4
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日以降においても、第 52 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金

交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに

受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する

受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことによ

り原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定す

る証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞

なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより

増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載また

は記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した

額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後 1ヶ月以内の委託者の指定する日

から信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な

お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの

信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有して

いる受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する

日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

④ 一部解約金は、第 53 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則

として、7営業日目以降から当該受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第 2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金

の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において

行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加

信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま

す。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則

として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数に

より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

［収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責］ 

第 51 条 受託者は、収益分配金については前条第 1項に規定する支払開始日までおよび前

条第 2項に規定する交付開始日までに、償還金については前条第 3項に規定する

支払開始日までに、一部解約金については前条第 4項に規定する支払日までに、

その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金

および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任

じません。 

［収益分配金および償還金の時効］ 

第 52 条 受益者が、収益分配金については第 50 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年

間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第

50 条第 3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
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［信託の一部解約］ 

第 53 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に委託者の指定する証券会社

および登録金融機関が委託者の承認を得て定める単位（別に定める契約に係る

受益権については１口単位）をもって一部解約の実行を請求することができま

す。 

② 前項の場合の一部解約の実行の請求日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合

には、一部解約の実行の請求の受付は行いません。 

③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契

約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、

その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの

信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれ

ます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額としま

す。 

⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受

益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替

受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約

金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4

日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券

をもって行うものとします。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得

ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変

更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変

更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡し

に関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準

価額の計算が不能となった場合等）があるときは、第 1項による一部解約の実行

の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取り

消すことができます。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受

付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受

益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約

の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の

実行の請求を受付けたものとして、第 4項の規定に準じて計算された価額としま

す。 

［質権口記載又は記録の受益権の取り扱い］ 

第 53 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる

収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金

の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって

取り扱われます。 

［信託契約の解約］ 

第 54 条 委託者は、第 5条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することに

より受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を

解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情

が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようと

する旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か

つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
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します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したと

きは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないもの

とします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および

その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対

して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 

⑥ 第 3項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない

事情が生じている場合であって、第 3項の一定の期間が一月を下らずにその公告

および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

［信託契約に関する監督官庁の命令］ 

第 55 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に

したがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするとき

は、第 59 条の規定にしたがいます。 

［委託者の認可取消等に伴う取扱い］ 

第 56 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止

したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の

投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 59 条第 4 項に

該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続しま

す。 

［委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い］ 

第 57 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴

い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

［受託者の辞任に伴う取扱い］ 

第 58 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託者は、第 59 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託

を終了させます。 

［投資信託約款の変更］ 

第 59 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができる

ものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出

ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ

の投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないもの

とします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第１項の投資信託約款の変更をしません。 
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⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨お

よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者

に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

［反対者の買取請求権］ 

第 60 条 第 54 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を

行う場合において、第 54 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に

対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信

託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

［公告］ 

第 61 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

［投資信託約款に関する疑義の取扱い］ 

第 62 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議

により定めます。 

[附則]  

第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 11 条、第 12 条、第 14 条(受益証券

の種類)から第 20 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替え

られた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を

発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

 

 

上記条項によりこの信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日  平成 18 年 3 月 31 日 

 

委託者 ＨＳＢＣ投信株式会社 

 

  

 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 

   

 
金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合

には、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令が投

資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読

み替えください。（下線部は変更部分を示します。） 

［委託者の登録取消等に伴う取扱い］ 

第 56 条  

委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社

に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 59 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信

託委託会社と受託者との間において存続します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

親投資信託 
 

 

ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド 
 

 

 

 

 

約  款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社 
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親投資信託 

ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド 

－運用の基本方針― 

 

投資信託約款第 16 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針  

  この投資信託は、主にブラジル連邦共和国（以下「ブラジル」といいます。）の証券取引

所に上場している株式に投資することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運

用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

 主としてブラジルの証券取引所に上場している株式を投資対象とします。また、投資

対象企業の ADR(米国預託証書)や GDR（グローバル預託証書）等も投資対象とします。 

 

（２）投資態度   
① この投資信託は、主としてブラジルの証券取引所に上場されている株式、ブラジル

にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、またはブラジル経済の発展と成

長に係わる企業及び収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業

の発行する株式に投資して中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行い

ます。 

② 上記の証券取引所は、サンパウロ証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取

引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式や、投資対象企業のADR

（米国預託証書）や GDR（グローバル預託証書）等も投資対象とすることがありま

す。 

③ 投資一任契約に基づいてＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ- Banco Múltiplo に

運用の指図に関する権限を委託します。   

④ 以下に掲げる有価証券への投資も行います。 

－ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産

が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法

施行前の旧商法第341条ノ 3第 1項第7号および第8号の定めがある新株予約権

付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） 

－ 優先株 

－ 投資信託証券 

－ 新株引受権証券および新株予約権証券  

⑤ ＭＳＣＩブラジル 10/40 指数(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該イ

ンデックスを上回る投資成果を目指します。 

⑥ 株式の組入比率は、原則として高位に維持します。  
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⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る

先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取

引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、

金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証

券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。また、投資信託財産に属

する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取

引」といいます。）を行なうことができます。 

⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことができます。 

 

（３）投資制限 

① 株式への投資には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の

純資産総額の 20％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以下

とします。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資

信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい

て投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑧ 公社債の空売りは行わないものとします。 

⑨ 有価証券先物取引等は投資信託約款第 21 条の範囲内で行います。 

⑩ スワップ取引は投資信託約款第 22 条の範囲内で行います。 

⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は投資信託約款第 23 条の範囲内で行います。 

 



 3

親 投 資 信 託 

ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド 

約   款 

 

［信託の種類、委託者および受託者］ 

第 1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証

券投資信託であり、ＨＳＢＣ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社を受託者とします。 

［信託事務の委託］ 

第 2条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理

の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1条第 1項の規定に

よる信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第 4 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2

項第 1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。）を含みます。）と信託契

約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、投資信託財産を害するお

それがないと認められる場合に行うものとします。この場合、投資信託財産を害す

るおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係る条件

が市場水準等に照らし公正と認められる条件である場合をいいます。 

［信託の目的および金額］ 

第 3条 委託者は、金 15,534,845,334 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受

託者はこれを引き受けます。 

［信託金の限度額］ 

第 4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加すること

ができます。 

② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引受を証する書面を委託者に交付し

ます。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更することができます。 

［信託期間］ 

第 5条 この信託期間は、信託契約締結日から第 46 条第 1 項および第 2 項、第 47 条第 1

項、第 48 条第 1項ならびに第 50 条第 2項の規定による信託終了の日または信託契

約解約の日までとします。 

［受益証券の取得申込みの勧誘の種類］ 

第 6条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法

律第 2条第 14 項で定める適格機関投資家私募により行われます。 

［受益者］ 

第 7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするＨ

ＳＢＣ投信株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行としま

す。 

［受益権の分割および再分割］ 

第 8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 15,534,845,334 口に、追加信託

によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9条第 1項の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 
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［追加信託金の計算方法］ 

第 9条 追加信託金は、追加信託を行なう日の追加信託または信託契約の一部解約（以下「一

部解約」といいます。）の処理を行なう前の投資信託財産に属する資産 (受入担保

金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および

社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、追加信託また

は一部解約を行なう前の受益権総口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権

の口数を乗じた額とします。 

② 投資信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証

券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算につい

ては、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算

します。 

③ 第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧

客先物売買相場の仲値によるものとします。 

［信託日時の異なる受益権の内容］ 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありま

せん。 

［受益証券の発行］ 

第 11 条 委託者は、第 8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発

行します。 

② 委託者の発行する受益証券は、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。 

［受益証券の発行についての受託者の認証］ 

第 12 条 委託者は、前条第 1 項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受

益証券がこの投資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりませ

ん。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印するこ

とによって行います。 

［投資の対象とする資産の種類］ 

第 13 条  この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律

第 2条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

 (1) 有価証券 

 (2) 有価証券指数等先物取引に係る権利 

 (3) 有価証券オプション取引に係る権利 

 (4) 外国市場証券先物取引に係る権利 

 (5) 有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 

 (6) 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

 (7) 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

 (8) 金銭債権（(1)、(9)および(11)に掲げるものを除く。） 

 (9) 約束手形（証券取引法第 2条第 1項第 8号に掲げるものを除く。） 

 (10) 金融先物取引に係る権利 

 (11) 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定さ

れた数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づい

て算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引として、
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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものに係る権利のう

ち、次に掲げるもの 

i) 金利先渡取引に係る権利 

ii) 為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv) 店頭金融先物取引に係る権利 

v) 為替および金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi) 為替および金利に係るオプション取引に係る権利 

 (12) 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

2.特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

 (1) 外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に

係る権利 

 (2) 為替手形 

 (3) 抵当証券 

［運用の指図範囲等］ 

第 14 条 委託者（第 17 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者

を含みます。以下、第 16 条、第 18 条から第 26 条まで、第 28 条および第 33 条か

ら第 35 条までについて同じ。）は、信託金を、主として次の有価証券に投資する

ことを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以

下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除き

ます。） 

6. 特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第 2 条第１項第 3 号の 2 で定

めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第 2 条

第１項第 5号で定めるものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証

書（証券取引法第 2条第 1項第 5号の 2で定めるものをいいます。） 

9. 特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で

定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ぺーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。

以下同じ。）および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証

書の性質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号

で定めるものをいいます。） 

14. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第１項第 7 号の 2 で定め

るものをいいます。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2条第 1項第 10 号で定めるもの

をいいます。） 

16. オプションを表示する証券または証書（証券取引法第 2条第１項第 10 号の
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2 で定めるものをいいます。） 

17. 預託証書（証券取引法第 2条第 1項第 10 号の 3で定めるものをいいます。）

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいい

ます。） 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、第 1号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第

1 号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6

号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第

6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券およ

び第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用

することを指図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③ 第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への

対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第 1号か

ら第 4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権

証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる

投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資

産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

[受託者の自己または利害関係人等との取引] 

第 15 条 受託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、信託業法、投

資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の

指図により、受託者および受託者の利害関係人、第 29 条第 2 項に定める信託業務

の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、

第 13 条および第 14 条第 1項ならびに第 2項に定める資産への投資を、信託業法、

投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことが

できます。 

② 前項の取扱いは、第 20 条ないし第 24 条、第 26 条、第 28 条、第 33 条、第 34 条に

おける委託者の指図による取引についても同様とします。 

［運用の基本方針］ 

第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、

その指図を行います。 

［運用の権限委託］ 

第 17 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

   ＨＳＢＣ バンク ブラジル エス エイ- Banco Múltiplo 
   (HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo） 

   Travessa Oliveira Bello no 34 –  4o andar, Centro 

80020-030, Curitiba, Paraná, Brasil 
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託の受益証券を主要投資対象とする
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証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬のうち当該委託者が受

ける報酬より、毎計算期間の最初の 6ヶ月終了日、毎計算期末および信託終了のと

き支弁するものとし、その報酬額は、当該信託の投資信託財産の純資産総額に年

10,000 分の 45 の率を乗じて得た額とします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、第１項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、

信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等におい

て、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する

ことができます。 

［投資する株式等の範囲］ 

第 18 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、

証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる

市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株

主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権

証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および

新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも

のについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

［同一銘柄の株式等への投資制限］ 

第 19 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投

資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いませ

ん。 

② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および

新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えるこ

ととなる投資の指図を行いません。 

③ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換

社債型新株予約権付社債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10

を超えることとなる投資の指図を行いません。 

［信用取引の指図範囲］ 

第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売

付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株

券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとしま

す。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産

総額の範囲内とします。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が投資

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超

える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

［先物取引等の運用指図・目的］ 

第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において

行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取

引（証券インデックス・オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけ

るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選

択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において

行われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における

通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができ
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ます。 

③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において

行われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における

これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 

［スワップ取引の運用指図・目的］ 

第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換

する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることが

できます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5条に定

める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部

解約が可能なものについては、この限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め

たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

［金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図］ 

第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引

および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則と

して第 5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信

託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利

等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは

受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし

ます。 

［有価証券の貸付の指図および範囲］ 

第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式

および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産

で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投

資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その

超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を

行なうものとします。 

［公社債の空売り］ 

第 25 条 委託者は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付

けることの指図をすることができないものとします。 

［公社債の借入れ］ 

第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をす

ることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要

と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
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範囲内とします。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が

投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ

の超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものと

します。 

④ 第 1項の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

［特別の場合の外貨建有価証券への投資制限］ 

第 27 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要

と認められる場合には、制約されることがあります。 

［外国為替予約の指図および範囲］ 

第 28 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引

の指図をすることができます。 

② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の

合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも

のとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リス

クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ

ん。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超え

る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指

図をするものとします。  

［信託業務の委託］ 

第 29 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産の保管および処分並び

にこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法

令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むものおよびこれらの子

会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。 

② 受託者は、前項のうち信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするとき

は、以下に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。 

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力が

あると認められること 

3. 投資信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行

う体制が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げ

る基準に適合していることを確認するものとします。 

④ 保管費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。 

［有価証券の保管］ 

第 30 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預

託し保管させることができます。 

［混蔵寄託］ 

第 31 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨

で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管

機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

［投資信託財産の表示および記載の省略］ 

第 32 条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場
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合のほか、信託の表示および記載をしません。 

［有価証券の売却等の指図］ 

第 33 条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

［再投資の指図］ 

第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配

金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ

との指図ができます。 

［損益の帰属］ 

第 35 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受

益者に帰属します。 

［受託者による資金の立替え］ 

第 36 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当

がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることが

できます。 

② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に

係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額

を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入

れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりその

つど別にこれを定めます。 

［信託の計算期間］ 

第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 3月 31 日から翌年 3月 30 日までとすることを原則と

します。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下

「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業

日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算

期間の終了日は、第 5条に定める信託期間の終了日とします。 

［投資信託財産に関する報告］ 

第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、

これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成

して、これを委託者に提出します。 

［信託事務の諸費用］ 

第 39 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替え

た立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 

［信託報酬］ 

第 40 条 委託者および受託者は、この信託契約に関して信託報酬を収受しません。 

［利益の留保］ 

第 41 条 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、収益の

分配は行いません。 

［追加信託金および一部解約金の計理処理］ 

第 42 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額

を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として

処理します。 

［償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責］ 

第 43 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における投資信託財産の純
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資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交

付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払

いにつき、その責に任じません。 

［償還金の支払時期］ 

第 44 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を

受益者に支払います。 

［一部解約］ 

第 45 条 委託者は、受益者の請求があった場合は、信託の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行なう日の一部解約または追加信託の処理を行なう前の投資

信託財産の純資産総額を、一部解約または追加信託を行なう前の受益権総口数で除

した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

［信託契約の解約］ 

第 46 条 委託者は、第 5条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者

のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま

す。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを投資信託約款において定め

る全ての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約

を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約

しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、前 2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か

つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行ないません。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ

の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行ないません。 

⑦ 第 4項から前項までの規定は、第 2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場

合には適用しません。 

［信託契約に関する監督官庁の命令］ 

第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし

たがい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするとき

は、第 51 条の規定にしたがいます。 

［委託者の認可取消等に伴う取扱い］ 

第 48 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投
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資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条第 4 項に該

当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者の間において存続します。 

［委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い］ 

第 49 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契

約に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、

この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

［受託者の辞任に伴う取扱い］ 

第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託者は第 51 条の規定に従い新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

［投資信託約款の変更］ 

第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができる

ものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出

ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面

をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投

資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、第 1項の投資信託約款の変更を行ないません。 

⑤ 委託者は、当該投資信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨および

その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し

て交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行ないません。 

［反対者の買取請求権］ 

第 52 条 第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行

なう場合において、第 46 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対

して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財

産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

［利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付］ 

第 53 条 委託者は、投資信託及び投資信託法人に関する法律第 28 条第 1 項に定める書面を

交付しません。 

［運用報告書］ 

第 54 条 委託者は、投資信託及び投資信託法人に関する法律第 33 条に定める運用報告書を

交付しません。 

［公告］  

第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

［投資信託約款に関する疑義の取扱い］ 

第 56 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議に
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より定めます。 

 

上記条項によりこの信託契約を締結します。 

 

 

信託契約締結日  平成 18 年 3 月 31 日 

 

委託者 ＨＳＢＣ投信株式会社 

  

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

   

   
     
   

金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合

には、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令が投

資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読

み替えください。（下線部は変更部分を示します。） 

 

［委託者の登録取消等に伴う取扱い］ 

第 48 条  

委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社

に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 51 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信

託委託会社と受託者との間において存続します。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

追加型株式投資信託／国際株式型（中南米型）／自動けいぞく投資可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資信託説明書（請求目論見書） 
 

 

 

２００７年６月 

 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

※本書は、証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

  
１． 当ファンドは主として株式などの値動きのある証券に投資するため、組入れ証券の価格の変動などに

伴うリスクがあります。また、為替変動に伴うリスクもあります。従って、当ファンドの運用成果（基

準価額）は運用の実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは当ファンドの受益者に帰属

します。 

 

２． 当ファンドは預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社以

外の金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。よって投資元本や一定の

運用成果を保証するものではありません。 

 

 
 

【 発 行 者 名 】 HSBC 投信株式会社 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 松田 庄平 

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番２号汐留住友ビル 

【有価証券届出書の写し

を縦覧に供する場所】 
該当事項はありません 

 

１. この投資信託説明書（請求目論見書）により行なうＨＳＢＣ ブラジル オープンの受

益権の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規定

により有価証券届出書を平成 19 年 6 月 26 日に関東財務局長に提出し、その届出の効力

は平成 19 年 6 月 27 日に生じております。 

 

２. ＨＳＢＣ ブラジル オープンの受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価

証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はす

べて投資者の皆様に帰属します。従って、当ファンドは元本が保証されているものでは

ありません。 



 

 

 

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

請 求 目 論 見 書

         

請求目論見書の目次 

         

   頁

ファンドの詳細情報   

第1 ファンドの沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

    

第2 手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 1 申込（販売）手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 2 換金（解約）手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

    

第3 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  （1）資産の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 
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ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

請 求 目 論 見 書

 

【ファンドの詳細情報】 
 

 

第１【ファンドの沿革】 
 

平成18年3月31日    信託契約締結、ファンドの設定およびファンドの運用開始 

 

第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 

① 取得申込者は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、取得申込

を行うものとします。 

  取得申込の受付は、営業日の午後3時（年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午

前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付に係る販売会社所定の事

務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌営

業日の受付となります。ただし、取得申込日がサンパウロ証券取引所の休場日の場合には、

取得申込の受付は行いません。 

  収益分配金の受取方法により、お申込みには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コー

ス」の２つのコースがあります。取扱いコースおよび申込単位は販売会社によって異なり

ます。詳細につきましては、各販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

② 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

取得申込には、申込手数料がかかります。申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基

準価額に、3.675％（税抜3.50％）を上限とした販売会社が個別に定める手数料率を乗じ

て得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されております。 

  なお、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1

口単位となり、無手数料で取扱います。その販売価額は、ファンドの各計算期間終了日の

基準価額とします。 

③ 取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委

託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大

な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変

更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する

障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能

となった場合等）があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、既に受

付けた取得申込の取消またはその両方を行うことができるものとします。 

 

※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を

行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数

の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該申込代金の支払いと引き

換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿

への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの

とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に
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したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追

加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

２【換金（解約）手続等】 

① 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。一部解約の実行の請求の受付は、販

売会社の営業日の午後3時（年末年始のような本邦証券取引所が半休日の場合は午前11

時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定

の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場

合は翌営業日の受付となります。ただし、一部解約の実行の請求日がサンパウロ証券取引

所の休場日の場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。 

② 換金の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己に帰属する

受益権につき、販売会社が個別に定める単位をもって委託会社に一部解約の実行を請求す

ることができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受

益権をもって行うものとします。 

③ 一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

  受益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本

を超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および

地方税額を差し引いた金額※となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原

則として７営業日目以降から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。 

※ 源泉税額は、個人の受益者については10％（所得税7％および地方税3％）、法人の受益者

については7％（所得税7％）となります。なお、平成21年4月1日以降は、個人の受益者に

ついては20％（所得税15％および地方税5％）、法人の受益者については15％（所得税

15％）となることが予定されております。 

上記の税率は平成19年4月末現在のものであり、税法等の改正により、変更になることが

あります。 

 

  解約価額に関しては、以下の委託会社および販売会社へお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

④ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事

情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の

導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場

の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの

誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等）が発生

したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約

の実行の請求の受付を取り消すことができます。 

  一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
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最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして上記の規定に準じて計算

された価額とします。 

※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係

る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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第３【管理及び運営】 
 

 １【資産管理等の概要】 

(1)【資産の評価】 

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を

除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計

算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」

といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則と

してわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、予約為替

の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま

す。 

＜当ファンドの主たる投資対象の評価方法＞ 

マザーファンドを通じて投資する海外の証券取引所上場株式の評価は、原則として、海外の

証券取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。 

基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社で入手できま

す。また、基準価額は翌日の日本経済新聞朝刊にも「ブラジル」の略称で掲載されます。な

お、基準価額は1万口単位で表示されたものが公表されます。 

基準価額に関しては、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

電話番号：03-6254-5600 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

(2)【保管】 

  該当事項はありません。 

(3)【信託期間】 

ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記｢⑤その他 １)信託の終了(a)、(g)、

(h)および(j)｣の規定に該当する事由が生じた場合には、信託を終了することができます。 

(4)【計算期間】 

原則として、毎年3月31日から翌年3月30日までとします。 

上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業

日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。 

なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は、下記｢⑤その他 １）信託の終了(a)、

(g)、(h)および(j)｣に該当した信託期間の終了日とします。 

(5)【その他】 

１）信託の終了 

次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。 

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を

下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会
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社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、前記（a）の規定について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、

かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 

(c) 前記（b）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記（c）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、前記（a）の信託契約の解約をしません。 

(e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

(f) 前記（c）から（e）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事

情が生じている場合であって、前記（c）の一定の期間が一月を下らずにその公告およ

び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

(g) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(h) 委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

※ なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

(i) 前記（h）にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資

信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記２）の（d）に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。 

(j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託会社は、下記２）の投資信託約款の変更にしたがい、新受託会社を選任します。委

託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

２）投資信託約款の変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、前記（a）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ

め変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託

約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

(c) 前記（b）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記（c）の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分

の一を超えるときは、前記（a）の投資信託約款の変更を行いません。 

(e) 委託会社は、当該投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およ
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びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。 

(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、

前記（a）から（e）までの事項にしたがいます。 

３）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

４）関係法人との契約の更改に関する手続き等 

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の

権利義務を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段

の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委

託会社と投資顧問会社との間で締結する「投資一任契約」（別の名称で同様の権利義務を

規定する契約を含みます。）は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約す

るまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することが

できます。 

５）運用報告書 

委託会社は、ファンドの毎計算期間の末日および信託終了のときに運用報告書を作成し、

販売会社を通じて当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。 

 

２【受益者の権利等】 

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、

信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以

下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファン

ド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

① 収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申

込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と

して取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いし

ます。 

なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞ

く投資契約に基づいて無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座

簿に記載または記録されます。 

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、

その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。 

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

② 償還金に対する請求権 

受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算

して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録

されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
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ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の

名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に

支払います。 

償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了

による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

③ 一部解約実行請求権 

 受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求するこ 

 とができます。一部解約金の支払いは、販売会社の各営業所等において行うものとします。 

 受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責される  

 ものとします。 

④ 反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、

受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求す

ることができます。当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社

の協議により決定します。なお、当該買取請求の内容および手続きに関する事項は、前述

「（5）その他 １）信託の終了または２）投資信託約款の変更」に規定する公告または書

面に付記します。 

⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類

の閲覧・謄写を請求することができます。 
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第４【ファンドの経理状況】 
 

（１） 当ファンドの財務諸表は、第 1 期計算期間（平成 18 年 3 月 31 日から平成 19 年 3 月 30 日ま

で）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令

第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成

12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

なお、第1期計算期間（平成18年3月31日から平成19年3月30日まで）の財務諸表については、

「証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する

内閣府令」（平成18年内閣府令第49号）附則第14条第2項に基づき「投資信託財産の計算に関す

る規則」（平成12年総理府令第133号）第55条の3第5号の注記を適用しておりません。 

 また、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しておりま

す。 

 

（２） 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第1期計算期間（平成18年3月31日から

平成19年3月30日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人による監査を受けております。 
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１【財務諸表】      

 HSBC ブラジル オープン 

 (1)【貸借対照表】   

第1期 

（平成19年3月30日現在）

期 別 

科 目 金額（円） 

資産の部   

 Ⅰ流動資産   

親投資信託受益証券 56,904,423,194

未収入金 568,346,366

流動資産合計 57,472,769,560

資産合計 57,472,769,560

負債の部   

 Ⅰ流動負債   

未払収益分配金 845,627,113

未払解約金 568,346,366

未払受託者報酬 24,713,673

未払委託者報酬 444,846,089

その他未払費用 6,086,992

流動負債合計 1,889,620,233

負債合計 1,889,620,233

純資産の部   

 Ⅰ元本等   

１ 元本 44,360,629,042

   元本合計 44,360,629,042

２ 剰余金   

期末剰余金 11,222,520,285

剰余金合計 11,222,520,285

 元本等合計 55,583,149,327

純資産合計 55,583,149,327

負債・純資産合計 57,472,769,560
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

期別 

第1期 

（自 平成18年3月31日 

    至 平成19年3月30日）

科目 金額（円） 

 Ⅰ 営業収益   

有価証券売買等損益 12,597,864,082 

営業収益合計 12,597,864,082 

 Ⅱ 営業費用   

受託者報酬 40,620,381 

委託者報酬 731,166,724 

その他費用 12,762,246 

営業費用合計 784,549,351 

営業利益 11,813,314,731 

経常利益 11,813,314,731 

当期純利益 11,813,314,731 

 Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益 

分配額 
1,651,715,143 

 Ⅳ 期首剰余金 － 

 Ⅴ 剰余金増加額 1,906,547,810 

（当期一部解約に伴う剰余金増加額） (131,969,798) 

（当期追加信託に伴う剰余金増加額） (1,774,578,012) 

 Ⅵ 剰余金減少額 － 

 Ⅶ 分配金 845,627,113 

 Ⅷ 期末剰余金 11,222,520,285 
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 (3)【注記表】 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

       期別 第 1 期 

 項目 
（自 平成18年3月31日 

       至 平成19年3月30日） 

１．有価証券の評価基

準及び評価方法 

 親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価してお

ります。 

時価評価にあたっては、親投資信託受益証

券の基準価額に基づいて評価しておりま

す。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

第1期 

（平成19年 3月30日現在） 

 

1. 受益権の総数            44,360,629,042 口 

   

2. １口当たり純資産額        1.2530 円 

       （1 万口当たり純資産額              12,530 円） 

  

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第1期 

（自 平成18年3月31日 

        至 平成19年3月30日） 

1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために

要する費用 

174,087,315円     

2.分配金の計算過程 

計算期間末において、費用控除後の配当等収益額 574,872,310 円

（１万口当たり 129.59 円）、費用控除後の有価証券等損益額

9,586,727,278 円（1 万口当たり 2,161.09 円）、収益調整金額

1,906,547,810 円（1 万口当たり 429.78 円）から分配対象収益は

12,068,147,398 円（1 万口当たり 2,720.46 円）となりますが、委託

者が基準価額水準・市況動向等を勘案して、上記配当等収益の中か

ら 887,212,580 円（1 万口当たり 200.00 円）を分配金額としており

ます。なお、当該分配金と損益及び剰余金計算書上の分配金との差

額は、外国税額控除 41,585,467 円（1 万口当たり 9.37 円）による

ものです。 
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（有価証券に関する注記） 

第1期（自 平成18年3月31日 至 平成19年 3月30日） 

売買目的有価証券 

種 類 
貸借対照表計上額 

（円） 

当計算期間に含まれる評価差額

（円） 

親投資信託受益証券 56,904,423,194 11,091,431,426 

合 計 56,904,423,194 11,091,431,426 

 

 （デリバティブ取引に関する注記） 

第1期（自 平成18年3月31日 至 平成19年3月30日） 

 該当事項はございません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第1期（自 平成18年3月31日 至 平成19年3月30日） 

 該当事項はございません。 

 

（その他の注記） 

 元本額の変動 

第1期 

（平成19年 3月30日現在） 

 

期首元本額： 15,534,845,334 円

期中追加設定元本額： 47,163,547,161 円

期中一部解約元本額： 18,337,763,453 円
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(4)【附属明細表】 

① 有価証券明細表 

ⓐ 株式 

 該当事項はございません。 

 

ⓑ 株式以外の有価証券 

種 類 銘 柄 口 数 評 価 額（円） 備 考 

親投資信託 

受益証券 

ＨＳＢＣ 

ブラジル 

マザーファンド 

43,962,008,030 56,904,423,194 - 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等 

 該当事項はございません。 
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（参考情報） 

「ＨＳＢＣブラジルオープン」は、「ＨＳＢＣブラジル マザーファンド」受益証券を投資対象として

おり、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益

証券であります。 

なお、当ファンドの計算期間末日における同マザーファンドの状況は次の通りです。 

 

「ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド」の状況 

以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

 

(1) 貸借対照表 

対象年月日 （平成19年 3月30日現在） 

 科 目 金額（円） 

資産の部  

 Ⅰ流動資産  

預金 282,588,056

コール・ローン 1,521,978,862

株式 55,442,482,576

未収入金 2,400,057,923

未収配当金 145,546,458

   未収利息 20,849

  流動資産合計 59,792,674,724

資産合計 59,792,674,724

負債の部 

 Ⅰ流動負債 

未払金 2,320,000,000

 未払解約金 568,346,366

流動負債合計 2,888,346,366

負債合計 2,888,346,366

純資産の部 

 Ⅰ元本等 

 １ 元本 43,962,008,030

  元本合計 43,962,008,030

 ２ 剰余金 

剰余金 12,942,320,328

  剰余金合計 12,942,320,328

元本等合計 56,904,328,358

純資産合計 56,904,328,358

負債・純資産合計 59,792,674,724
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(2) 注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

      対象年月日 

 項目 

（自 平成18年3月31日 

  至 平成19年3月30日） 

１．有価証券の評価基

準及び評価方法 

株式 

移動平均法に基づき、原則として

時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、証券会

社、銀行等の提示する価額（但

し、売気配相場は使用しない）、 

又は価格情報会社の提供する価額

で評価しております。 

２. デリバティブ等の

評価基準及び評価

方法 

外国為替予約取引 

原則として、わが国における計算

期間末日の対顧客先物売買相場の

仲値によって計算しております。

ただし、為替予約のうち対顧客先

物売買相場が発表されていない通

貨については、対顧客電信売買相

場の仲値によって計算しておりま

す。 

 

３. 収益及び費用の計

上基準 

受取配当金 

原則として、株式の配当落ち日に

おいて、その金額が確定している

場合には当該金額を計上し、未だ

確定していない場合には入金日基

準で計上しております。   

４. その他財務諸表作

成のための基本と

なる事項 

外貨建資産等の処理基準 

「投資信託財産の計算に関する規

則」第60条及び第61条にしたがっ

て処理しております。 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

（平成19年 3月30日現在） 

  

 1. 受益権の総数        43,962,008,030口 

 

2.  1口当たりの純資産額        1.2944円 

    （１万口当たりの純資産額      12,944円） 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

- 17 -

ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

請 求 目 論 見 書

（有価証券に関する注記） 

 （自 平成18年3月31日 至 平成19年3月30日） 

  売買目的有価証券 

種 類 
貸借対照表計上額 

（円） 

当計算期間に含まれる評価差額

（円） 

株 式 55,442,482,576 9,486,140,752 

合 計 55,442,482,576 9,486,140,752 

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

（自 平成18年3月31日 至 平成19年3月30日） 

  該当事項はございません。 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

 （自 平成18年3月31日 至 平成19年3月30日） 

該当事項はございません。 

 

（その他の注記） 

 本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動 

（平成19年 3月30日現在） 

  

期首元本額： 15,534,845,334円

期中追加設定元本額： 46,875,471,381円

期中一部解約元本額： 18,448,308,685円

   

元本の内訳：* 

 ＨＳＢＣブラジルオープン 43,962,008,030円

  

*は当親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。 
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(3)附属明細表 

 ①有価証券明細表 

   (a)株式 

種類 通貨 銘柄 株数 評価単価 評価金額 

株式 米ドル ARACRUZ - ADR 3,000 52.31 156,930.00

   BANCO ITAU - ADR 191,700 35.14 6,736,338.00

   BRADESCO - ADR 662,900 40.94 27,139,126.00

   EMPRESA BRASILIERA DE AE-ADR 52,500 44.85 2,354,625.00

   PETROBRAS ON - ADR 92,133 101.32 9,334,915.56

   PETROBRAS PN - ADR 191,300 90.75 17,360,475.00

   UNIBANCO - ADR 35,300 88.76 3,133,228.00

   VALE RIO DOCE ON - ADR 731,900 37.02 27,094,938.00

  計 銘柄数： 8  93,310,575.56

        (11,015,313,444)

   組入時価比率： 19.4％  19.9％

  

ブラジル 

レアル ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 3,167,000 24.30 76,958,100.00

   AMBEV PN 6,700,000 1.10 7,428,290.00

   BRADESPAR SA -PREF 66,800 60.00 4,008,000.00

   BRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE 6,500 1,250.00 8,125,000.00

   COMPANY SA 1,260,800 20.99 26,464,192.00

   CONTAX PARTICIPACOES SA 189,200 3.00 567,600.00

   CONTAX PARTICIPACOES-PREF 7,209,366 1.95 14,058,263.70

   COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 314,400 37.40 11,758,560.00

   DATASUL SA 922,500 22.50 20,756,250.00

   DIAGNOSTICOS DA AMERICA 340,800 44.70 15,233,760.00

   DUFRY SOUTH AMERICA LTDA 332,700 35.00 11,644,500.00

   DURATEX SA - PREF 1,264,100 40.90 51,701,690.00

   EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA 1,394,500 22.71 31,669,095.00

   GERDAU SA - PREF 537,700 36.50 19,626,050.00

   GP INVESTMENTS LTD - BDR 966,500 64.99 62,812,835.00

   GUARARAPES CONFECCOES SA 63,200 87.00 5,498,400.00

   GVT HOLDING SA 640,300 24.34 15,584,902.00

   ITAUSA-INVESTIENTOS ITAU-PR 1,245,000 11.30 14,068,500.00

   JBS SA 5,000,000 7.10 35,500,000.00

   LA FONTE PARTICIPACOES SA-PR 500,000 1.10 550,000.00

   LOCALIZA RENT A CAR 402,800 61.70 24,852,760.00

   LOJAS AMERICANAS SA - PREF 144,700,000 0.12 18,376,900.00

   LOJAS RENNER SA 1,072,500 26.68 28,614,300.00

   LUPATECH SA 28,000 36.40 1,019,200.00

   MARCOPOLO SA - PREF 4,794,000 6.29 30,154,260.00

   NATURA COSMETICOS SA 159,700 23.00 3,673,100.00

   OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL 344,300 29.00 9,984,700.00
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種類 通貨 銘柄 株数 評価単価 評価金額 

   ODONTOPREV S.A. 130,000 41.00 5,330,000.00

   PAO DE ACUCAR PN 105,045,500 0.06 6,302,730.00

   PERDIGAO SA 840,200 27.62 23,206,324.00

   PETROBRAS ON 114,000 51.51 5,872,140.00

   PETROBRAS PN 135,000 46.10 6,223,500.00

   POSITIVO INFORMATICA SA 212,500 28.70 6,098,750.00

   PROFARMA DISTRIBUIDORA - ON 698,100 34.00 23,735,400.00

   ROSSI RESIDENCIAL SA 100 22.95 2,295.00

   SADIA PN 2,718,300 7.77 21,121,191.00

   SANTOS-BRASIL UNITS 45,000 25.50 1,147,500.00

   SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS 1,214,300 16.99 20,630,957.00

   SAO MARTINHO SA 1,150,500 27.00 31,063,500.00

   SARAIVA SA LIVREIROS-PREF 647,600 24.95 16,157,620.00

   SOUZA CRUZ ON 202,000 41.50 8,383,000.00

   VALE RIO DOCE ON 210,200 75.30 15,828,060.00

   VALE RIO DOCE PNA 381,000 63.50 24,193,500.00

  計 銘柄数： 43  765,985,674.70

        (44,427,169,132)

   組入時価比率： 78.1％  80.1％

  合計     55,442,482,576

          (55,442,482,576)

 

(b) 株式以外の有価証券 

 該当事項はございません。 

 

有価証券明細表注記 

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 

2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 

3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり

ます。 

4. 外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入株式 

時価比率 
合計金額に対する比率 

米ドル  株式  8銘柄 19.4 % 19.9 % 

ブラジル

レアル 
 株式 43銘柄 78.1 % 80.1 % 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はございません。 
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ＨＳＢＣ ブラジル オープン 

請 求 目 論 見 書

２【ファンドの現況】 

 

【純資産額計算書】                   (平成19年4月27日現在) 

Ⅰ 資産総額  58,169,888,489 円 

Ⅱ 負債総額  659,163,737 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  57,510,724,752 円 

Ⅳ 発行済数量  42,405,749,142 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  1.3562 円 

 

〈ご参考〉「ＨＳＢＣ ブラジル マザーファンド」     (平成19年4月27日現在) 

Ⅰ 資産総額  58,341,064,424 円 

Ⅱ 負債総額  740,246,564 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  57,600,817,860 円 

Ⅳ 発行済数量  41,046,430,886 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  1.4033 円 

 

 

第５【設定及び解約の実績】 
 

下記計算期間中の設定および解約の実績は次のとおりです。 

   

 

 

(注1) 本邦外において設定及び解約の実績はありません。 

(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 

第1期 62,698,392,495 18,337,763,453 
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